


         

 

図面番号 図     面     内     容 縮尺 図面番号 図     面     内     容 縮尺 図面番号 図     面     内     容 縮尺 図面番号 図     面     内     容 縮尺

E-3001 図面リスト  NO SCALE       

E-3002 工事概要書  NO SCALE       

E-3003 共通特記仕様書  NO SCALE       

E-3004 特記仕様書  （２） NO SCALE       

E-3005 特記仕様書  （３） NO SCALE       

E-3006 特記仕様書  （４） NO SCALE       

E-3007 特記仕様書  （５） NO SCALE       

E-3008 特記仕様書  （６） NO SCALE       

E-3009 特記仕様書  （７） NO SCALE       

        

E-3011 構内配電線路図  1/500       

E-3012 構内通信線路図  1/500       

E-3013 構内配電・通信線一覧表  NO SCALE       

        

E-3021 幹線設備  系統図 NO SCALE       

E-3022 空調電源設備  平面図 1/100       

E-3023 電灯・コンセント設備  平面図 1/100       

E-3024 電灯設備  照明器具姿図 NO SCALE       

E-3025 分電盤負荷表  NO SCALE       

        

E-3031 弱電設備  系統図・端子盤表 NO SCALE       

E-3032 弱電設備  平面図 1/100       

E-3033 弱電設備  審判裁決棟　ピット平面図 1/100       

E-3034 弱電設備  審判裁決棟　１階平面図 1/100       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

        

        

        

        

        

        



南浦和駅

浦和駅

計画地



基本料金

使用料金

基本料金

使用料金

基本料金

使用料金

基本料金

使用料金

基本料金

使用料金

(1)発注者事務所は建築工事に　　( ※ 含む　　・ 含まない )

(2)監督員事務所は建築工事に　　( ※ 含む　　・ 含まない )

(3)工事用看板は建築工事に　　　( ※ 含む　　・ 含まない )

(4)竣工後のエネルギー調査

 　※ 実施しない

 　・ 実施する

(5)着工から竣工までの電気主任技術者費用を本工事に　　( ・ 含む　　・ 含まない )

また、工事に着手する時までには主任技術者を選任し、その選任された主任技術者の監督の下で、

工事を進めること。

工事用電力・工事用水等はすべて本工事に含む

各種インフラ引込み負担金は本工事に　※ 含まない

                                  　・ 含む（・ 建築　・ 電気　・ 空調　・給排水　・  　　）

出入口,ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ,押ﾎﾞﾀﾝの穴あけ

機械室床,機械据付用穴あけ

機械室内配線ﾀﾞｸﾄの穴あけ

3方枠等の取付と穴埋め

機械室の冷房・換気設備

動力,照明,非常灯の電源引込み

非常放送の配線引込みとｱｰｽ工事

中間ﾋﾞｰﾑ,ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ,敷居受ﾋﾞｰﾑ

及びﾎﾟｽﾄｱﾝｸﾞﾙ,支持ﾌﾟﾚｰﾄ

監視盤の取付及び配線

機械室,ピット内ｺﾝｾﾝﾄ工事

煙感知器設備

平常,非常電源識別ﾘﾚｰの接点供給

監視操作用とｲﾝﾀｰﾎﾝ用配管配線

及びｲﾝﾀｰﾎﾝ

地震計より昇降路内への配管

昇降路内の端子盤

油圧ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ用冷房，換気設備

エスカレーター用天井吊フック

カゴ壁保護マット

ピット点検用タラップ

エスカレータ保護板･落下防止板

IH,流し（トラップ共）

湯沸器,冷水器

雨樋

ルーフドレインと集水桝

フロートスイッチ及び取付工事

電極棒及びピット（蓋共）

洗面台上部の鏡及び化粧棚

ガス圧ダンパーのピストン

屋外汚水排水設備

屋外雨水排水設備

下水本管への接続

池・噴水

天井埋込み器具の穴あけと補強

ファンコイル用電源工事

ファンコイル用手元調整器

ﾎﾞｲﾗｰ,冷凍機への電源配管配線

自動制御関係計器類

自動制御関係制御盤への電源供給

機械排煙の排煙口装置

隠ぺい,窓下ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ

外壁ガラリ

ベントキャップ

外壁ガラリ用チャンバー

外壁ガラリのチャンバー用付け枠

天井埋込み器具の穴あけと補強

自家発オイルタンクの配管

自家発冷却水配管工事

シャッター,ドア及び回転扉

避雷針のポール

防火ドア,防火シャッター及び

防排煙用建具（煙感連動）

外灯支柱の基礎

インバータ装置

太陽光発電設備・装置

電気自動車充電設備

屋外駐車場関連工事

機械搬入口の設置

機械搬入用ﾋﾞｰﾑ,ﾌｯｸ,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ等

煙突工事（ﾎﾞｲﾗｰ,自家発用）

基礎梁,鉄骨梁,水槽壁の貫通

床,壁,RC梁のｽﾘｰﾌﾞ

盤及び消火栓ﾎﾞｯｸｽ等の型枠入れ

埋込み箇所のはつり,補修

外壁貫通スリーブ

点検口,タラップ,梯子類

メンテナンス用デッキ類

天井,壁,床の点検口と補強

壁取付器具の下地補強

機械基礎コンクリート

かさ上げコンクリート

機械類の支持金物,配管等の塗装

ALC板,PC板と石及び金属板等の

穴あけと穴埋め補修

埋設オイルタンクの躯体工事

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ,ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ

躯体蓄熱槽

サイン

墨出し

外構のマンホールの化粧蓋

側雷対策

ウェザーカバー

消火器

躯体貫通孔の穴埋め

各工事間の工事区分は以下の表による。

建築 電気 空調給排水昇降機

※

備    考
各工事共通特記仕様書

建築 電気 空調給排水昇降機

建築 電気 空調給排水昇降機

備    考

備    考

監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第1に示す書類を提出する

完成図等の種類及び記入内容

　※完成(竣工)図（※監督員が設定した設計図面に完成時の状態を表現したもの）

　※施工図（※構造躯体　・　）

　※施工計画書（総合、工種別とも）

作成方法及び原図のサイズ

　完成（竣工）図　※A1二つ折り製本1部　・

　施工図　　　　　※A1二つ折り製本1部　・

　施工計画書　　　※ファイル等

　完成写真（埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する）

　　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-R又はDVD-Rで1部提出）　・適用しない

　　撮影者　※監督員の承諾する撮影者　・

　　撮影箇所　※外部（10） ※内部（）

　　　　　　　着工時と完成時の状況を比較できるよう撮影する

　　　　　　　・埼玉県工事写真作成要領別表4

　　写真の大きさ　※カラーキャビネ版　・カラー全紙パネル

　　写真の大きさ　・監督員の指示による　・

　　外部全景完成写真及びカラースライドの提出時期　・

図面情報電子媒体　※CD-R又はDVD-R、1部　・

　　CADデータ　※SXF（sfc） ・DXF　・JWW

　　（埼玉県建築工事情報電子化媒体作成要領による。CADデータのバージョンは監督員と協議する。）

施設CADデータ　　※更新して提出　・提出しない

　　

１ 工事概要

３ 工事区分一覧表 

各工事共通

電気設備関係

給排水衛生設備関係

昇降機設備関係

本設切替以降引渡しまで

の電力･水道・ガス･DHC 　

使用料金

その他

1.2節　工事関係図書 

1.2.6

工事中監督員事務所に常

備する図書

1.7節　完成図等

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

６ 図書等

搬入後の閉鎖も含む

建築躯体に係わるもの

煙突までの煙道は各設備工事

スリーブと補強を含む

補強は建築工事

補強は建築工事

補強は建築工事

シーリング及び仕上げは建築工事

機器付帯のデッキ類は各工事

アンカーボルトは各設備工事

乾燥砂を含む

図示による

防水・断熱共

電飾工事がある場合、一次側配

線は電気工事とする

基準墨･昇降機関係は建築工事

その他蓋、及び桝は各工事

各種製作金物

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※

※ ※ ※

※

※

墨出しは電気設備工事

躯体は建築工事

自家発室内は電気工事

一次側電源は電気工事

基礎及び特殊なものは建築工事

配管配線,煙感知器及び連動装

置は電気工事

特殊なものは建築工事

一次側電源は電気工事

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

建築 電気 空調給排水昇降機 備    考

墨出しは空気調和設備工事

ｱｰｽ付

配管配線共空調工事

機器廻り2次側配管配線は空調工事

監視盤等ﾍの配管配線は図示による

AC200V

制御監視,電源供給は電気工事

吹出口,点検口を含む

防鳥網,ﾀﾞｸﾄ接続の場合ﾌﾗﾝｼﾞ共

防鳥網含む,特殊なものは建築工事

※

※

※

※

※ ※

※

※

※

※

※

※

建築 電気 空調給排水昇降機 備    考

配管配線は電気工事

電極ﾘﾚｰ及び配管配線は電気工事

※

※

※

※

※

※

※

建築 電気 空調給排水昇降機 備    考

開口補強,墨出しを含む

開口補強,墨出しを含む

開口補強,墨出しを含む

仕上は建築工事

電源は電気工事

昇降路内,ｶｺﾞ内は昇降機工事

防錆処理を含む

工事区分は図示

昇降路外の配管は電気工事

昇降路内,機械室を含む

中央監視盤まで

昇降路外の配管は電気工事

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

空気調和設備関係

※

・

・ ・

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

・

※

※

チャンバーの接続は設備工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの場合は建築工事

防火区画・防煙区画

※

※ ※ ※ ※

※

※ ※

※

※ 基礎・架台は図示

基礎・架台は建築工事※

浦和競馬場走路管理員詰所電気設備工事工事名称

工事場所 埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目８番４２号

敷地面積 147,658.78㎡

工事種目 走路管理員詰所　　　用途：事務所　　　　　主体構造：鉄骨造

工事範囲

工期 契約日 ～ R5年〇月〇日

別契約の関連工事 ・

(付加)

２ 表記

表記規則

(付加)

1.2.5

着工時又は施工中の提出

図書等

(付加)

電力

上下水

中水

都市ガス

DHC

一次側配線・配管は電気工事※※

※

※

※・

・

・・

誘導手すりは建築工事

※

・ ・

・ ・

・ ・ ・

※ 有（・ 設計者　　　・ 法適合確認）　　　・ 無

４ 構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与有無 

構造設計一級建築士

設備設計一級建築士 ※ 有（・ 設計者　　　・ 法適合確認）　　　・ 無

受注者が着工時又は施工中に監督員へ提出する図書及び部数は以下のとおりとする。

部　数

建築 電気 空調 給排水昇降機

建築 電気 空調 給排水昇降機

部　数

上記のほか、工事約款の定めによるもの。

設計図面のA2製本（A1版糊付）

設計図面のA4製本（A3版縮小糊付指定様式）

CDもしくはDVD

下記の令和2年版

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

建築工事監理指針

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

電気設備工事監理指針

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

機械設備工事監理指針

0

0

0

0

0

0

0 0

00

受注者が着工時又は施工中に発注者へ提出する図書及び部数は以下のとおりとする。

設計図書

工事用図書

検査用図書（完成図）

請負代金内訳書及び工程表

 　 　　部

 　 １　部

　  １　部

　　１　部

 縮小製本

 原本

監理事務所保管

建築基準法第6条又は第6条の2による建築等

の確認及び計画の変更に関する申請書及び

確認済証（同法第88条での準用も含む）

（スキャン画像もしくはPDFファイル）

(1) 完成図　　　※ 受注者が作成する　　　・　　　　　

(3)画像データ及びCADデータ、その他データ媒体はCD-R、DVD-Rを使用する

(4)完成図の保管場所（納品）は発注者の指示による

構造体の耐震性能

耐震天井の応答倍率の指

定

５ 構造体の耐震性能等

家具の転倒等防止対策、および（　・ 耐震天井 　　・ カーテンウォール  ・　　　　　　　　）

の耐震性能を設定する場合に以下の値を用いる。

　　１）１次固有周期　X方向：（　　　）秒、Y方向：（　　　）秒

・ 時刻歴応答解析あるいは限界耐力計算による構造体の性能

　　２）中地震時の最大フロアレスポンスと最大層間変形角

　　　　　水平（　　）G、上下（　　）G、層間変形角　1/（　　）

　　３）大地震時の最大フロアレスポンスと最大層間変形角

　　　　　水平（　　）G、上下（　　）G、層間変形角　1/（　　）

・ 保有水平耐力計算あるいは許容応力度等計算による構造体の性能

　　２）中地震時の最大加速度と追従すべき層間変形角

　　　　　水平（　　）G、上下（ ・ 1.0　※ 0.5　・　　　）G、

　　　　　層間変形角　※ 1/200　・ 1/300　・ 1/400　・ 1/（　　　）

　　３）大地震時の最大加速度と追従すべき層間変形角

　　　　　水平（　　）G、上下（ ・ 1.0　※ 0.5　・　　　）G、

　　　　　層間変形角　※ 1/100　・ 1/200　・ 1/（　　　）　　　

耐震天井の設計用地震力算定用の応答倍率は以下とする。

　　４）応答倍率　・ 2.0　・ 1.5　・ 1.0　・（　　　）

使用した仕様書（監理指針を除く）は全て、完成図の一部として、引渡し時に発注者に納品

                                                                         （※しない・する）

保守管理参考資料を含む

取扱い説明書

試験成績表（調整データを含む）

官公署届出書類

専門業者・製造者等一覧表

中長期保全計画書

建築、電気、機械、その他

建築、電気、機械、その他

※ 作成しない  ・ 作成する

1.7.3

保全に関する資料

(1)保全に関する資料　　　　※ 受注者が作成する　　　・(置換)

部 数 

建築物等の利用に関する説明書

「建築物等の利用に関する説明書」は、国土交通省「「建築物等の利用に関する説明書」作成の手引

き及び作成例」による

2

2

2

2

0 0 0 0 0

00000

0

[｢公共工事標準請負約款｣を使用する工事用]　　2020.09.14 日本設計建築工事特記仕様書 2019-Ver.1

※

※

※

※

※

工作物

2

その他 ・下請け契約　※全体及び県内に分け、契約部及び契約金額の総額を提出する。(追加)

建築

電気設備

昇降機設備

機械類

屋外施設

・ ・

含む 別途

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

工　事　範　囲

含む 別途

・ ・

・ ・

・ ・

工作物

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

空気調和

設備

給排水衛生

設備

・ ・

仮設

土工・地業

躯体

外部仕上げ

内部仕上げ

植樹・造園

舗装

駐車場関連工事

擁壁

エレベーター

エスカレーター

小荷物専用昇降機

機械駐車

ゴンドラ設備

搬送設備

ゴミ処理施設

電灯設備

動力設備

電熱設備

接地設備

幹線設備

雷保護設備

航空障害灯等設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

自動火災報知設備

自動閉鎖設備

非常警報設備

ガス漏れ火災警報設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

構内配電線路設備

構内通信線路設備

テレビ電波障害防除設備

空気調和設備

換気設備

排煙設備

自動制御設備

給水設備

排水設備

給湯設備

消火設備

厨房機器設備

ガス設備

看板

広告板

広告鉄塔

ネオン

遊戯施設

独立煙突

浄化槽（躯体）

旗竿

ファーリング

衛生器具設備

・ ・

消火器

・ ・カーテン・ブラインド

電気自動車充電設備

・ ・

雨水排水設備

・ ・

敷地造成

整地

在来建物移設

工作物移設

樹木移植

解体工事

在来基礎撤去

埋設物撤去

工作物撤去

敷地造成

移設

解体・撤去

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

含む 別途

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

工　事　範　囲

・ ・

含む 別途

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

工　事　範　囲 工　事　範　囲

電気設備

含む 別途 含む 別途

工　事　範　囲 工　事　範　囲

工　事　範　囲

含む 別途含む 別途

工　事　範　囲

(1)各工事共通特記仕様書は、1章一般共通事項から建築工事、電気設備工事、空調（空気調和）設備

工事、給排水（給排水衛生）設備工事、昇降機設備工事の共通項目をまとめたものである。

(2)各特記の項目については ● の付いたものを適用し、○ の付いたものは適用しない。

(3)特記事項は

　 (ｱ) ・ 印の付いたものを適用する。

　 (ｲ) ・ 印の付かない場合は、 ※ 印の付いたものを適用する。

　 (ｳ) ・ 印と ※ 印の場合は ・ を適用し ※ は適用しない。

　 (ｴ) ・ 印と ※ 印の付いた場合は共に適用する。

(4)6図書等の1.2節、1.7節で表示されている章．節．項番号は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公

共建築工事標準仕様書（建築工事編）(平成31年版)」(以下「標仕」という)の当該番号を示す。

(5)6図書等の1.2節、1.7節で（）内で表示されている番号・記号は「埼玉県建築工事特別共通仕様書」

の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(6)(付加)は、標仕に追加して適用されたものを示す。

(7)(置換)は該当する標仕の項目は削除し、当該項目を代替して適用することを示す。

(8)(削除)は該当する標仕の項目は削除し、代替する項目は設けないことを示す。

1.7.1(1.6.1)

完成時の提出図書

1.7.2(1.6.2～3)

完成図等

(付加)

(付加)

(別途工事) (別途工事)

1.8節　その他

(付加) ・浦和競馬場内での業務中は、「さわやか浦和競馬あいさつ運動」として、相手が誰であっ

てもあいさつを率先して行うこと。

1.8.1

挨拶

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

競馬統合ﾈｯﾄﾜｰｸ設備

競馬中継用テレビ設備

CVCF設備

※

(別途工事) (別途工事)

(別途工事)

(別途工事)

(別途工事) (別途工事)

(別途工事)

(別途工事)



電気設備工事特記仕様

本工事の設計・施工に関しては以下の基準等を適用する。

(１)

(２)本工事に必要な下記の工事および費用は本工事に含まれる。

施工、材料および製品の試験、検査に要する費用。

(１)

(２)

(２)

(３) 別途工事との調整に当たって、監理者より指示のある場合はこれに従う。

1.2.1

（第１編１．２．１）

 (ア) 

 (ウ)

 (エ)

1.2.2 (１)

（第１編１．２．２）

(２)

1.2.3

(２) 総合図

（第１編１．２．３）

(３) 事前確認シート

関連する

基準等

仕様書

表記規則

適用すべ

き環境基

準等

特別な材

料の工法

「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

(３)

a．各特記の項目については ● の付いたものを適用し、○ の付いたものは適用しない。

b．特記事項は

　  (1) ・ 印の付いたものを適用する。

　  (2) ・ 印の付かない場合は、 ※ 印の付いたものを適用する。

　  (3) ・ 印と ※ 印の場合は ・ を適用し ※ は適用しない。

    (4) ・ 印 と ※ 印の付いた場合は共に適用する。

c．各項目で表示されている番号･記号は基本的に、公共建築工事標準仕様書の当該項目、

　 当該図または当該表を示す。

d．性能指定上製造所名を記入する場合は五十音順とし、「株式会社」等の記載は省略する。

e．(付加)は、標仕に追加して適用されたものを示す。

f．(置換)は該当する共仕又は、標仕の項目は削除し当該項目を代替して適用することを示

   す。

g．(削除)は該当する共仕又は、標仕の項目は削除し代替する項目は設けないことを示す。

h.  ＿を示す項目は確認申請に関わる主要なものを示す。

i．「監理者」とあるのは「監督員」と読み替える。

(付加)

(付加)

(付加)

現場の納まり、取り合いなどの関係で、材料の寸法、仕様、工法、取付け位置または取付

け方法などを多少変更し、または取付け数量を多少増減するなどの微細な変更は発注者及

び監理者の指示により行う。この場合請負金額は増減しない。

部分的な変更または一部の追加工事などに関して請負金額に増減が生じた場合には、受注

者は施工に先立ち、その都度工事費の増減を精算した内訳明細書を監理者に提出して、書

類によって発注者との合意を得た後に施工する。また、指示により工事費に増減が生じた

場合には、指示の受領後１０日以内に内訳明細書を監理者に提出する。

原則として、工事費減の場合の工事単価は、工事請負契約約款 第4条に定義される請負代

金内訳書の単価によるものとし、工事費増の場合の工事単価は、（ ※時価　 ・内訳書　）

の単価とする。

本工事及び工事別の施工範囲はこの契約の設計図書等（工事約款第2条ｃ）による。

設計図書等に記載がなく、工事を完成するために必要な仮設、工法、工事がある場合

には、工事約款第16条の各号に基づく手順を経て、発注者と受注者が協議する。

工事用機器、材料などの取入れに必要な搬入口および通路の設置とそれらに伴う補

強、および後片づけ。

(付加)

実施工程表

工事中提

出書類

材料、機構、工法などが第三者の所有する知的所有権に触れるような場合には、あら

かじめその権利の使用に対する必要な手続きを行った後に、これを採用する。万一、

第三者の権利を侵害するようなことが生じた場合には、その動機のいかんに係らず受

注者は自己の負担でこれを解決する。

設計図書内に特許権等に係る事項のある場合、その取り扱いは監理者と打ち合わせる。

工事を完成するために密接に関連する別途工事については、受注者は別途工事の施工

に協力すると共に、円滑な工事進捗が行われるように調整する。

総合図や施工図の作成工程は作成枚数、作業時間、作成人数等をふまえた正確な

ものとする。作成期間および審査期間等を記入する。

工場製作物については、専門工事業者・製造者の選定時期、材料手配・ 試作実

験などの時期、工場製作および搬入時期などを明記する。

1.4.2

（第１編１．４．２）

(１) 支給する機器および材料は下記による。

支給機材 支 給 場 所 備   考

(付加)

(付加)

施工計画書

受注者が工事中に提出する書類は監理方針書によるものの他、以下のとおりとし、提出部

数は原則1部とする。

承認の手

続き

(付加) 監理方針書の定めによる監理者の承認が必要な工事用図面となる施工図等は、定められた

期日までに監理者に提出の上、受領印を受ける（受領印とは最終承認者である工事監理者

（体制表に明示された監理責任者）の受領印をもって受領とみなす）。受領印を受けてか

ら別に定められた期間（受注者と監理者との覚書による）に監理者からの特別の指示が無

かった場合には、その施工図等は監理者によって承認された工事用図書となる。

総合施工計画書に盛り込む内容は、工事概要、施工運営方針、受注者組織内での現場組

織へのバックアップ体制、現場組織、職員業務分担、 施工条件（契約条件、立地条件、

法的条件、近隣協定など）、品質の目標と管理方針、重要管理事項、主要工事の施工方

針などとする。

施工計画書の内容には、管理項目（管理項目、検査項目）、管理水準 （管理限界、管

理水準）、管理分担、管理方法（時期、方法、頻度、基準）、確認方法、管理限界を外

れた時の処置、などを盛り込む。

施工図等の作成に先立ち、総合図を作成し、監理者に提出すること。

総合図の作成に先立ち、基本的納まり、特殊な納まり、関係工事等との調整を

必要とする事項、その他監理者との協議により必要な事項について、事前確認

シート（基準施工図）を作成し、監理者の承認を受ける。

施工図、工事用図書の著作権は、著作権人格権を除き、発注者に移譲すること。(１)

施工図作成に先立ち、基本的納まり、特殊な納まり、他工事との調整を必要と

する事項については、事前確認シートを作成して、監理者の助言を受ける。

(付加)

(付加)

(付加)

1.2節　工事関係図書

1.3節　工事現場管理

環境への

配慮

機材の品

質等

工事に使用する設備機材等は、設計図書等に規定するものとする。設計図書等に規定

のない場合は、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等 品質性能評価

事業」によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた機器・材料等を使用す

る。この場合は、評価書の写しを発注者及び監理者に提出し、承認を受ける。

(１)

(２)建築基準法第37条(建築材料の品質)に適合した建築材料とすること。

1.4.4

支給する

機材

(付加)

1.5.1

1.5節　施工

※適用する ・適用しない

適用工事種別

・ 電気工事全般

・ 特別高圧、高圧ケーブル端末処理

(付加)

1.5.2

施工の検査等 ( ）

見本施工は以下による。他業者と調整が必要なものは監理者と協議する。

室内環境汚染の（化学物質）濃度測定の実施

(１)

(２)

許容濃度

竣工建物の居室における許容濃度は厚生労働省の公表している下記濃度指針値以下とする。

測定項目

計測は家具什器等の搬入前に行うこと。

※ ホルムアルデヒド　　　：100μg/　　　(25℃換算で0.08ppm)

※ トルエン　　　　　　　：260μg/m3　　(25℃換算で0.07ppm)

※ キシレン　　　　　　　：870μg/m3　　(25℃換算で0.20ppm)

※ エチルベンゼン　　　　：3,800μg/m3　(25℃換算で0.88ppm)

※ スチレン　　　　　　　：220μg/m3　　(25℃換算で0.05ppm)

・ パラジクロロベンゼン　：240μg/m3　　(25℃換算で0.04ppm)

化学物質の濃度

測定

（第１編１．５．７）

　　・ 適用する　　　※ 適用しない　（建築工事で実施）

測定方法等

(４)監理方針書の品質確認業務シート（製品検査標準）に定めた標準業者数および標準検

査回数を超える場合、受注者は監理者の監理追加業務費用を負担すること。

(付加)

1.1.8 次に示す費用は発注者の負担とする。

予測しなかった大規模地下埋設物および障害物の撤去に要する費用。

敷地外の電力、ガス、上下水道、ＣＡＴＶ、ＮＴＴ等インフラの引き込み負担金。

発注者等

の負担と

なる費用 近隣との紛争解決に要する費用。ただし工法および工事施工に起因するものは受注

者の負担とする。

ＴＶ電波障害の調査および対策に対する費用。ただし工事施工上の要因によるもの

は受注者の負担とする。

1.1.9

現地調査

1.1.10

特別採用

設計図書に定める品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるものを使用する場合（特

別採用という）は、その判断に必要な資料を提出して監理者の承認を受ける。

(１)

(２)

着工に先立ち、次の事項および監理者の指示する事項について、試掘を含む現地調査

を行い、その結果を図面および書面、写真にまとめ、速やかに発注者及び監理者に報

告する。それらの調査結果は仮設計画に十分に反映させる。

現地調査は、工事によって影響を受ける可能性のある下記のような項目について行

い、その現況を十分に把握し、必要に応じて調査書を作成する。

敷地周辺の環境、周辺の建物、周辺道路の交通状況、道路規制の有無、道路幅

や作業時間規制など。

近隣建物の損傷程度や構築物の構造、形状、特に基礎、地下構築物などの詳細

な状況。

敷地周辺および周辺道路に埋設されている上下水道、ガス管、電気ケーブル、

マンホールなどの仕様、位置、レベル等、重要度の高い項目。

(付加)

(付加)

１章 一般共通事項

第1節  総則

1.1.1

（第１編１．１．１）

1.1.2

（第１編１．１．２）

本特記仕様書は設計図面および「標仕」、「共仕」、「標準図」に優先する。

(エ）上記(イ）、(ウ）の場合で、建築材料・設備機材等品質性能評価事業及び公共住宅

    用資機材品質性能事業の確認を受けたものは、評価書の写しを確認することにより

    上記(ア）のJIS、JASSの表示材料と同等に取り扱っても良い。

(ウ）入手困難なものがある場合は、それと同等以上の代替品を監理者の承認を受けて使

    用することができる。また性能を・品質を証明するための試験は、監理者の承諾を

    受けて供試体を作成し、監理者の承諾を受けた試験場で行う。

(イ）品質が明示されていない場合は、他と均衡の取れた品質のものとし、監理者と協議

    の上決定する。また性能・品質を証明するための試験は、監理者の承諾を受けて供

    試体を作成し、監理者の承諾を受けた試験場で行う。

(ア）設計図書にJIS、JASSの指定があるものは、JIS・JASSの記載によりその適合性を確

認する。品質を証明する資料を提出し監理者の承認を受ける。

(４)「参考図」とは、設計図面に添付した参考図は品質や特性、形状、工法などを参考とし

    て一例を記載したものである。したがってすべての要求性能を表しているものではな

    く、この工事の設計図書等ではない。すなわち、発注者及び受注者を拘束するものでは

    ない。

    またその材料や形状、工法、システム等についても特定の製造者、専門工事業者を示

    すものではない。

(３)「同等品」とは、設計図書に記載された「要求性能・品質」を持つことを証明されたも

　　のをいう。証明は以下のいずれかによる。ただし、海外調達品を行う場合には、受注者

　　は下記仕様に準ずる品質確保の証明を書面にて発注者に説明し、発注者の承認を得る。

(付加)

(付加)

(５)「標仕」の「溶融アルミニウム－亜鉛鉄板」の用語を「ガルバニウム鋼板」と読み替え

    る。

(付加)

(付加)

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.4

1.1.3

別契約の

関連工事

工事範囲

及び工事

費に含ま

れる費用

特許権等

微細な変更

設備工事 機  材  名 備   考

(１)検査および検査に伴う試験の立合いを要する機材は下記とする。1.4.3

機材の検

査等・機

材の検査

に伴う試

験

(付加)

（第１編１．４．１）

(付加)

(付加)

(付加)

第三者の特許権等に対する注意

(付加)

(付加)

(付加)

(３)使用する機材が設計図書等に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試

験成績書等）を発注者及び監理者に提出し、承認を受ける。

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

建設リサイクル法

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

    (ア)

    (イ)

    (ウ)

起工式以外の式典費。ただし、式場の設営に受注者は協力する。

    (ア)

    (イ)

    (ア)

    (イ)

    (ア)

その他

(付加) 工事期間中の確認申請、建築物エネルギー消費基準への適合性判定などに係わる変更に伴

う作図、計算書及び申請資料作成作業への協力を行う。建築物エネルギー消費基準への適

合性判定に対する完了検査の対応及び必要書類の作成を行なう。

(１)1.4.5

海外調達

(付加)

(１)「工事検査｣とは、この契約に規定する工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形

　　部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者

　　が主体となり、監理者が補佐する検査をいう。

(２)「技術検査」とは、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえについて

    発注者が定めた者（監理者等)が行う技術的な検査をいう。

(１)実施工程表・週間工程表・月間工程表・工種別工程表は、実行工事工程（クリティカルパス）

上に、出来高（実績、予想）、休日、行事予定日(発注者のものも含む)、中間技術検

査予定日、本受電開始予定日、館内通水予定日、屋外排水の開始予定日、設備機器単

体及び総合試運転調整期間（昇降機を含む）、官庁関連検査日、竣工検査日、補修予

備日、雨天・降積雪予測日数などを明記したものとする。

(２)もの決め工程表・行政手続き工程表は、実施工程表に基づいて作成し、監理者に提出

　する。

 ・ 公定法(アクティブ法)

　　測定方法　　　※ 厚生労働省のガイドラインによる

　　　　　　　　　・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    測定箇所数　　・ 集合住宅：

　　　　　　　　　　 全住宅の10%(10戸未満の場合は1戸以上)

　　　　　　　　　　 各住戸につき2部屋(原則として居室及び寝室)

　　　　　　　　　　 各測定箇所１箇所につき2検体(各住戸4検体)

　　　　　　　　　・ その他の建築物：

　　　　　　　　　　 相対的に濃度が高いと見込まれる室及び室面積

　　　　　　　　　　 建築材料等仕様が異なる室ごとに測定する。

　　　　　　　　　　 合計(　　　)部屋、各測定箇所１箇所につき2検体

　　　　　　　　　　 原則として上記各室の測定箇所数は 表-1 による。

工事期間中の工事に関わる官公署、その他の手続き、検査料等の費用。

工事施工に必要な敷地周辺の障害となるものの移設と復旧。

海外で調達する場合は、設計図書等又は監理方針書に記された通りとし、発注者及び

監理者の承認を受けること。

材料及び工場製作物は、搬入種別ごとに自主検査を行い、監理契約に基づく監理者の

検査に先立ち、その結果を監理者に報告する。ただし、あらかじめ監理者の承認を受

けた場合は、この限りでない。

(２)

試験は、公的試験所を除き、原則として受注者が立会う。(３)

特定建材等  ・ 合板　　　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ　   　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(接着剤を含む) 　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 壁紙　　　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 断熱材　　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 接着剤　　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 塗料　　　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 仕上塗材　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

            ・ 造作家具　　　　　　　　※ F☆☆☆☆　　　・

(１) 化学物質を放散させる建築材料などは下記によること。

　(ア)材料選定にあたっては、ホルムアルデヒド放散量について、JIS、JAS のF☆☆☆☆　

を基本とし、これ以外のものを使う場合は、監理者と協議する。

　(イ)材料選定にあたっては、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセト　

アルデヒド、パラジクロロベンゼンを含まないものを基本とし、含む場合は監理者と

協議する。

(付加)

 測定方法

 ※ 簡易法(パッシブ法)

　　測定箇所数、測定方法等は「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の

　　化学物質の抑制に関する措置について」(平成24年4月5日　国営整第4号)による

    測定対象室　     合計(　　　)部屋、各測定箇所１箇所につき1検体

    造作家具のスクリーニング　　　※ 行う　　　　　・

    測定者　　※ 発注者の承認する第三者機関(環境計量証明事業登録を受けている機関)

　　　　　　　・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(２) 工事に使用する材料は、無石綿製品（含有率0％）を使用する｡

(３) (１)に該当する材料及び(２)に該当する耐火材、板状製品、床材等については

MSDS（製品安全データシート）を事前に発注者及び監理者に提出し、確認を得ること。

(４) アスベスト処理については関係法令･都道府県条例等を遵守すること。

(付加)

(付加)

(付加)

ａ．

ｂ．

ｃ．

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1.4.1

●

●

●

1.5.3

（第１編１．５．３）

(付加)

(付加)

（第１編１．４．４）

（第１編１．４．５）

●

●

○

○

●

●

●

用語の定義

適用

施工図等

設計変更

有資格者

(付加)

1.4節　機器及び材料

(６)「責任施工」とは、この契約の建築物の一部に、特に高度な専門技術やノウハウを要す

    る部分がある場合に、受注者が設計図書等に示された「要求条件（性能の場合、仕様の

    場合、使用方法の場合などがある。参考図という形式で提示されることもある。）」を

    実現するための設計及び施工を行うことを言う。工事監理者である監理者は、受注者が

    作成し発注者が承認した「責任施工設計図書」と「工事」との照合確認を行う。受注者

    は、建築士法、建築基準法における設計者としての法定義務履行を滞りなく行うこと。

(付加)

(１) 発注者以外の者が発注にかかるこの工事の工期内に行われる工事（以下、「別途工事」

という。）と本工事の調整（諸官庁検査時対応含む）についても、関連工事と同様の

扱いとする。

（第１編１．１．７）

（第１編１．１．11）

現場内以外の検査に要する発注者及び監理者又は設計者の交通費、宿泊費は本工事に

含む。

(３) 現地調査により、設計及び施工条件に関する疑義、相違が確認された場合には、工事

約款第16条の定めによる。

(付加)1.1.11 工作物又は確認等を要する建築設備については、調達先等が決定した段階で、発注者が行

う確認申請代行を行うこと。申請に伴う申請料、検査費用については、本工事に含むもの

とする。

●

工作物、確認

を要する建築

設備

施工図等の作成は、総合図及び基準施工図に基づき進める。

総合図を監理者に提出するに当たっては、あらかじめ、それらの内容を設計図

書と十分照合し、それらが設計図書に適合していることを確認する。

    (ウ)

    (エ)

 (イ)

(付加)

(付加)

●1.2.4 (１)

（第１編１．２．４）

受注者は工事の開始より完成、引渡しまでの期間に、｢提出書類計画」(監理品質計画

書）に基づく書類を作成し、遅滞なく発注者及び監理者に提出する。工事の記録

(付加)

(２) 工事報告書の提出

工事日報を提出する場合は監理者の指示による。

(３)

(４)

受注者は、工事施工の一工程を完了した場合は、その施工が設計図書および施工図に

適合することを検査または確認して、監理者に報告する。

監理者の指示により書類の電子情報化に協力する。詳細は監理者との協議の上、発注

者の承認による。

受注者は工事約款第11条に基づき、工事の進捗、現場打合せ事項、指示事項、

現場行事、材料の搬入などの状況を示す報告および出来高対照表、施工状況略

図を記載した工事報告書を月１回発注者及び監理者に提出する。工事報告書に

は工事写真（定点撮影を含む）を添付する。

    (ア)

    (イ)

(付加)

(付加)

(付加)

型板、見本など

設計図書に定めのある工事を完成させるために必要な型板、見本などは、施工

に先立ち、監理者の指示により製作して、発注者及び設計者並びに監理者の承

認を受ける。

(付加)

    (ア)

(１)1.2.5●

見本等

承認を受けた見本は、使用箇所、承認日時を付けて整理して、完成引き渡し時

まで保管する。

設計図書等に定めのある模型・モックアップ・モデルルームなどの作成、見本施工は

次による。これらは、施工に先立つ適切な時期に監理者の指示により作成して、発注

者及び設計者並びに監理者の承認を受ける。

(付加)

    (イ)

    (ア)

    (イ)

    (ウ)

    (エ)

模型の作成　　　　　　※ しない　・ する（・ 図示　　　　　　・　　　　）

モックアップの作成  　※ しない　・ する（・ 図示　　　　　　・　　　　）

モデルルームの作成　　※ しない　・ する（・ 図示　　　　　　・　　　　）

見本施工  　　　　　　※ しない　・ する（・ 図示　　　　　　・　　　　）

(２)

1.2.6

1.2.7

1.2.8

　(カ)家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放

散が極めて少ないものとする。

　(キ)特別採用等で特記仕様書に述べられていない材料を用いる場合には、(1)、(2)の原

則に基づき材料選定を行う。特に第18章塗装工事については「標準仕様書」に載せら

れている塗装仕様についても、ホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆ を原則とする。

工事施工者が提案または提出し、設計者の確認・委託者の承認を要する工事材

料及び見本は下記とする。

※ 配線器具（スイッチプレート、コンセントプレート含む）

※ 照明器具、センサー類

※ 非常用照明、スピーカー、感知器

・その他指定するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 支払承認報告書（請求書：日本設計の発行する「支払承認書」を添付する） 

 工事記録・試験検査記録 

 打合せ記録 

 設計変更による工事代金額見積書

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

幹線設備 盤

〇

設計図及び特記仕様書に記載されていない事項は、｢埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（令

和2年度版）｣1章一般共通事項は社団法人公共建築協会発行「民間（七会）連合協定工事請

負契約約款に適合した共通仕様書（令和2年版）」(以下「共仕」という)、2章以降は国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成31年版」

(以下｢標仕｣という)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備･環境課監修「公共建築設備工

事標準図(電気設備工事編)平成31年版」(以下「標準図」という)による。

また、各工事において、関連のある事項はそれぞれの標準仕様書(建築、機械設備)による。

改修工事が発生する場合「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)平成31年版」を

適用する。解体工事が発生する場合、「建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)・同解説

（令和２年版）」を適用する。

本工事の設計・施工に関しては国土交通省の改訂版を含む以下の最新基準等を適用する。

建築設備設計･施工上の運用指針（日本建築行政会議、日本建築設備・昇降機センター 編）

建築設備耐震設計･施工指針（独立行政法人　建築研究所　他）

官庁施設の総合耐震基準および同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修）

建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修）

電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

埼玉県電気設備工事特別共通仕様書

埼玉県建築工事実務要覧

「参考図」は品質や特性、形状、工法などを参考として一例を記載したものである。した

がって全ての要求性能を表しているものではなく、この工事の設計図書等ではない。すなわ

ち、発注者及び受注者を拘束するものではない。また、その材料や形状、工法、システム等

についても特定の製造者、専門工事業者を示すものではない。

(７)「監理者」は「監督員」と読み替える。

(８)「監理者の承認」は「監督員の承認」と読み替える。

(付加)

(付加)

1.3.1

1.3.2 ※適用する ・適用しない

1.3.4 (１)

(２)

(１)

(２)

製造者及び

専門工事業

者の選定

(付加)

技術委員

会の設置

電気保安

技術者

施工中の

安全確保

工事請負契約書および設計図書等に盛り込まれた工事目的物の品質を確保し、円滑に工事

が進行するために受注者は、自主的にかつ責任を持って施工管理を行う。

施工品質管理 (１)

(付加)

必要に応じて、監理者の検査を受ける。

試験又は検査の結果、疑義が生じた場合は、監理者と協議する。 

1.2.2 ｂ．施工計画書に基づき、適切な時期に、指導確認、試験等必要な管理を

行う。

1.3.3

施工条件

(付加)

1.3.5 (１)

(２)再利用及び再生資源化を図るもの

・ 建設廃棄物の現場内再利用　     ・ （　　　  　　　　　　） 

※ 「建設副産物情報交換システム」を利用する 

発生材の

処理等

(付加)

受注者は、危害防止対策、騒音・振動対策、工事用車輌による交通障害対策、塵埃・

錆対策など工事の進行によって発生が予想される障害に対しては、事前に万全の工事

計画を立てて実行する。

これらの計画に際しては、事前に近隣住民の十分な了解を得ることによ って、工事の

進捗に差支えのないように責任をもって処置する。必要な場合は近隣住民と協定書を

取り交わす。

受注者は、設計図書等の定めにより、監理者の指示に応じて特殊な設備システムおよび

特殊な技術を必要とする工事に対しての技術検討を行うために、自社の技術部門に属す

る工事経験者および専門工事業者の技術経験者を加えた技術委員会を設けて、施工図等

や施工計画での技術的な検討を行うとともに、委員会として工事の施工指導及び管理を

行う。

(３)再利用及び再生資源化を図るもの

※ 実施する　　・ 実施しない 

受注者は工事の着手前に「再生資源利用促進計画」（リサイクル計画）を提出し、発

注者及び監理者の確認を受ける。引渡し時に「再生資源利用促進計画」の実施状況報

告書を提出を

1.3.7

1.3.6

(付加) 主要材料、製品、機器およびそれらの製造者および専門工事業者については、監理

者の確認を受ける。

特記仕様書及び図面に指定がない場合、又は「同等以上」と記載がある場合は、そ

の判定に必要な資料を提出して監理者の承認を受ける。

・資格の区分 Ⅰ 技術士、または建築設備士及び1級電気工事施工管理技士

※資格の区分 Ⅱ 1級電気工事施工管理技士または建築設備士

・資格の区分 Ⅲ 監理者の承認による

(付加)

(３) 以下の工事種目は専門工事とし、設計図面は性能発注図（参考図）として取り扱い、

受注者の責任において、性能・能力を確保する。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(４)

受注者は、元請負人として、各製造者および専門工事業者の作業分担および下請人の

責任範囲を明らかにしたものを発注者および監理者に提出する。

    (ア)

    (イ)

    (ウ)

災害等発

生時の安

全確保

（第１編１．３．１）

●

●

●

●

●

●

施工管理

（第１編１．３．２）

（第１編１．３．５）

（第１編１．３．５）

（第１編１．３．７）

（第１編１．３．９）

発注者に引渡しを要するもの　・有 （　　　　　　　　　　　　　　　　）　※ 無

特別管理産業廃棄物  　　　・ 有（処理方法　　　　　　　　　　）　※ 無

(３)開催運営中による施工制限

　a.受注者は、施工にあたって開催運営に支障の無いように綿密に打合せを行うこと。

　b.特に騒音振動粉塵等発生するおそれのある工事については、近隣住民に十分配慮

すること。

　c.別契約の関連工事と十分に連携を図り工事を進めること。

　d.原則として、本場開催中は工事を中止すること。

　e.工事時間は原則午前8時から午後6時とする。

  （能力・調教試験の日は、午前９時から午後6時とする。)

　f.工事を行わない日の来場者への安全対策を徹底すること。

  g.照明試験調整は、原則午後７時までとする。

●

　(イ)材料選定にあたっては、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセト　

アルデヒド、パラジクロロベンゼンを含まないものを基本とし、含む場合は監理者と

協議する。

　(ウ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散

が極めて少ないものとする。

　(エ)接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない

難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベ

ンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(オ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを放散させない

か、放散が極めて少ないものとする。

(１)特殊な施工条件　　※ 設計図書等による　　・ （　　　　　　　　　　　）



1.7節  共通工事

(１)

・ 本工事で定置する。

(２)

(キ) 情報関連機器

(ク)これらの諸設備を含む監理者事務所の維持管理および工事監理に必要な備品（監理

関係図書を含む）の費用は工事費に含まれるものとする。

(ケ)

工事用水

構内既存の施設

工事用電力

事前に調査すべき項目

工事用看板

※設ける

1.7.1

仮設工事

●(１)一般照明ｺﾝｾﾝﾄ設備 ●分電盤、配線器具、照明器具類の納入取付及びこれらに対する配線工事

●(２)空調電源設備 ●接地幹線以降の接地工事

○(　)非常ｺﾝｾﾝﾄ設備 ○非常コンセントの納入取付及びこれらに対する電源配線工事

○(　)外灯設備 ○外灯の納入、取付及びこれらに対する配線工事

●照明制御盤の納入据付

○誘導灯用信号装置の納入取付及びこれらに対する配線工事

●照明器具形式は図面特記による。

○空調機マリンランプへの電源供給工事

○ジャンクションボックスプレート仕上（・Pタイル ・カーペット）

●ＯＡ用テーブルタップの納入据付

○ハイテンションスタッド 設計図による

○その他指定するもの（                          ） 1式

■電灯設備工事

特記仕様書

項目NO

○動力制御盤、手元盤の納入据付及び電動機までの配管配線工事

○制御盤までの必要機器の組込連動インターロック配線工事

○他設備工事で設備する各種水槽の液面制御、警報装置から動力制御盤、

　遠方監視盤までの配線工事

○警報盤の納入据付

○接地幹線より分岐する各種接地線工事

○ヒューズ類 実装数

○表示用ランプ類 実装数の20%

（種別毎に1組以上）

○その他指定するもの（                          ） 1式

○(　)ﾌﾛｱﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備 ○制御盤の納入据付工事

○(　)ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備

○(　)ﾙｰﾌﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備 ○各種センサーの供給取付及びこれらに対する配管配線工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-3□電熱設備工事

□動力設備工事

●雷保護用接地極を除く各種接地極の納入埋設工事

●埋設接地極から抵抗測定試験端子盤までの配線工事

○接地抵抗測定試験端子盤の納入取付工事

●接地極埋設標の設置

●接地抵抗の測定試験及び抵抗値の調整工事

○その他指定するもの（                          ）

●接地工事で施設する接地端子盤より各盤・配管等までの接地幹線工事

●各種の端子への配線の接続及び回路識別用標識の取付工事

●防火区画貫通処理工事　（認定工法）

○その他指定するもの（                          ）

■幹線設備工事

■接地設備工事

1式

1式

○外灯の接地は、器具毎に行うこと。

1.6.1

(１)

(２) 検査の結果、不適合箇所はすべて記録し、監理者とその手直し方法を検討して発注者に

報告し、是正の後、完了を発注者及び監理者に報告し、発注者及び監理者の検査を受け

る。

技術検査

(１)

(４)

(５)

(６)検査の結果、不適合箇所はすべて記録し、その処理方法、処理予定時期などを記載し

て発注者及び監理者に提出し、監理者の確認内容に従って改修し、引渡しの手続きを

行う。

受注者は、工事を完了して完成検査を受ける前に自主検査を行い、工事目的物が完成

後十分に機能することを確認して、その結果を記録し、技術検査時に提出する。

　(ア)

自主検査組織は、当該工事の施工担当組織と対等以上の権限を持つ複数の技術者よ

り構成する。

着工後すみやかに、工事請負契約書および設計図書等の内容を十分理解したうえ、

工事目的物の品質を確認するために必要な自主検査計画書を作成し、発注者及び監

理者に提出する。

自主検査計画に基づき検査を行い、工事目的物が工事契約書および設計図書に示し

た品質が確保されているかどうかを確認し、その内容と結果を記録して監理者に報

告する。

自主検査を行う時期は、工事請負代金の中間払いを受ける前、中間技術検査の受検

前および完成検査の受検前、およびその他適時とする。

受注者は、契約内容の履行を保証するために、現場組織とは別個の自主検査組織を

編成する。

　(イ)

　(ウ)

　(エ)

　(オ)

(７)技術検査及び中間技術検査での指摘事項は、すべて記録して、指摘事項の改善方法、

今後の対策などを盛り込んだ技術検査及び中間技術検査報告書を作成し、指摘状況およ

び改善状況を写した写真を添えて発注者及び監理者に提出する。

・　部分使用

　・　無

　・　有（部位：※　図示　　・　　　　　　　　　　　　　　　　）

(１)

(３)

(１)

（第１編２．２．１）

(２)

(３)

・地盤 ・地下水 ※既存構築物

※埋設物 ※近隣の状況

※のり面の荷重、振動防止、のり面養生

(５)

※流入水の排水、遮水

（第１編２．３．１）

（第１編２．４．１）

（第１編２．５．１）

土工事

1.7.2

地業工事

1.7.3

コンクリー

ト工事

1.7.4

左官工事

1.7.5

その他注

意事項

1.7.7

受注者は、工事契約に基づいて、所定の期限内に完成時提出図書および備品予備品等を添

えて、発注者に工事目的物を引き渡す。引渡し

鍵の整理、

提出

(１)

(２)

(３)

(４)

契約不適合責任期間は工事請負契約もしくは民法の定めによる。

契約不適合が関連別途工事との境界分野で発生した場合には、その契約不適合に対す

る責任は当該別途工事受注者と共同責任とする。費用の分担については関連受注者間

で協議する。

受注者は、工事契約に基づいて、所定の期限内に保証書を提出する。必要となる保証書の

項目は、監理者と協議する。保証書の

提出

完成後の

年次点検

　　※ 1年点検　　　・ 　　年点検

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

本工事完成引渡し後、以下の検査を行う。

点検は、あらかじめ当該年次点検までの間に発注者からの指摘を受けた事項（解決・

未決総括一覧表）を含めて、発注者及び監理者の立会いのもとで現状について、点検、

確認を行う。

上記の点検で確認された不具合のうち、受注者の契約不適合であることが明らかなも

のは、工事約款に基づき無償で処置を行う。

完成引渡し後でなければできない点検等で、発注者又は監理者の指示する事項につい

ては、実測及び調査を行い、発注者及び監理者に報告する。

ここに定める年次点検以外の点検を完成後に行った場合は、その報告書を発注者及び

監理者に提出すること。

(１)

屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料又は建築基準法に基づく基材同等の認定

表示のあるもの。

(２)

    ・吸水調整材

    ・防水材（防水モルタル塗り混入剤）

(３)

・現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 ※漏水の原因となる箇所の防水処理

1.7.6

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 ・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種50鋼材工事 ・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種35

(１)

(２)

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 ・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種50 ・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種35

(３)

※溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種35 ・電気亜鉛ﾒｯｷ

(４)

※溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼材２種35 ・電気亜鉛ﾒｯｷ

○屋外灯のポール内に、配線用遮断器（引外し装置なし）又は、カット

　アウトスイッチ（素通しヒューズ）を設けること。

受注者は、社内組織としての受検体制をとる。

1.6.2

1.6.3

その他の

検査

竣工後の

ｴﾈﾙｷﾞｰ調

査等

(１)

(２) 運転実績調査項目

竣工引渡し後、設備システムが要求通りの性能・動作の確認ができてから１年間の運

転実績について、下記の項目の実績を整理・考察の上、報告することを

※ 行う　　　　・ 行わない

※ 年間1次エネルギー消費量及びＣＯ　発生量

※ 年間電力消費量と内訳

・ 年間ガス消費量と内訳

・ 年間油消費量と内訳

・ 年間給水量と内訳

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 新技術導入の効果（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2

※別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。

(ａ)機器仕様

 1) ＰＣ

■デスクトップタイプPC（標準タイプ）

数量

MS-Office

ウィルス対策ソフト

PDFビューア

その他

（　　　　　）台

Intel Core i7-4790(3.60GHz)相当以上

必ずインストールすること。

製品選択、パターンファイル更新は施工者に一任。

Adobe Reader

OSおよびアプリケーション等の各ソフトウェアはメーカーによるサポー

ト対象のバージョンとし、セキュリティパッチ等を適切に更新すること

(１)　※ 有　※発注者検査

　　　　　　　※監理者検査

　　　　　　　・

　　　・ 無

完成、

検査

（部分払時及び

引渡し時の請

求・支払に伴う

工事検査)

(１)　※ 有（※関係法令の定めによる検査等　　・　　　　　）　　　・ 無

監理者による技術検査は、1.6.1の工事検査に先立って行う。

(ア)監理者又は設計者もしくは㈱日本設計関係者による中間技術検査の実施回

数　　※ 2回　　　・　1回　　　　・

技術検査は、通知された検査日に検査を受ける。

技術検査に必要な当該検査部分の完成図、資機材及び労務等を提供する。

部分使用

・　部分引渡し

　・　無

　・　有（部位：※　図示　　・　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者からの部分使用（部分引渡し）の要望があった場合には、受注者は当該部分につき

発注者及び監理者の技術的審査を受ける。部分使用（部分引渡し）につき法令にもとづい

て必要となる手続きについては、設計図書等の定めによるが、その場合、受注者は発注者

が必要とする技術的事項に協力する。

※設ける ・設けない

構造特記仕様書による

(１) 下記項目以外は構造特記仕様書による。

　 （ア）フリーアクセスフロア範囲の仕上りの平たんさ

　　　　※　２ｍにつき６ｍｍ未満　　　・

　 （イ）打継ぎ面の目地の寸法

　　　　※　図示　　　・20×20　　　・

受注者は社内組織としての受検体制をとる。

（２）　法定検査に必要な機材、労務等を提供する。

(２)　法定検査に必要な機材、労務等を提供する。

(２)

(３)

年次点検に必要な当該検査部分の完成図、資機材及び労務等を提供すること

事務補助員について（　※配員しない　　　・配員する　）

1.6節  完成、検査

工事検査

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

法定検査

契約不適合

責任

（第１編１．６．１） （第１編２．１．１）

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

●
●

〇

○

○

○

●

（第１編１．６．２）

3-2

3-1

3-4

3-5

●図示の如く所定電路敷設に必要な機材の納入及び幹線工事

○ヒーティングケーブルの納入敷設工事

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

(４)

※利用できない ・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる（※有償　・無償）

・敷地測量 ・地下埋設施設 ・地上架線図 ・電波障害測定 ・電波伝搬障害再調査

・周辺騒音ﾚﾍﾞﾙ ・土壌調査 ・過去の洪水の記録 ・過去の最大雨量

・その他特殊事情（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・設けない

・現場説明書による 

※構外搬出適切処理

・構内指示の場所にたい積 ・構内指示の場所に敷きならし 

※のり面の崩壊防止

※ひび割れの観察、地表面の移動測定

※排水による有害な影響防止 ・地盤改良

・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 

　工事細目  

1.5.4

工法等の

提案

（第１編１．５．６）

設計図書に定められた工法以外で、所定の品質および性質の確保が可能な工法の提案がある

場合は、受注者の責任において計画・立案し、監理者と協議する。

居室の床面積 A (㎡) A ≦ 50 50＜A ≦ 200 200 ＜ A ≦ 500 500 ＜ A

測定箇所 1 2 3 4

　　（表-1）

　　造作家具のスクリーニング　　　※ 行う　　　　　・

　　測定者　　※ 発注者の承認する第三者機関(環境計量証明事業登録を受けている機関)

　　　    　　・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(置換)●

 ・ 各自治体の指定する方法による。

鍵は整理札を付けて、建具配置図ならびに鍵目録と共に鍵箱に収納して提出するこ

とを原則とし、受注者の準備に必要な時期までに発注者の指示を受ける。

鍵箱には建具に限らず、設備関係、操作ボックス関係の鍵類を合わせて収納する。収

納場所、管理方法については、受注者が必要とする時期までに発注者の指示を受ける。

各所の鍵は、鍵合わせを行う。

鍵数はマスターキーを含め、それぞれ３本を原則とする。

受注者は、工期中・引渡し後を問わず、不具合が発見された場合には、受注者は速や

かに適切な処置（緊急性による）を施すと共に原因を調整し不具合調査報告書として

まとめ発注者に説明の上、提出すること。当該不具合が、受注者に起因する場合は工

事請負契約に基づき当該不具合を修補するとともに、発注者等に与えた損害を賠償す

ることとする。

(２)

足場･さん橋類

監理者事務所

埋め戻し土・盛土

建設発生土の処理

事前調査

排水（遮水）

根切り 

防火材料

モルタル塗り材料

下地

屋外部分に設置する鋼板、形鋼、棒鋼、平鋼、軽量形鋼は下記による。

屋外部分に使用するボルト及びナットは下記による。

屋内部分に設置する鋼板、形鋼、棒鋼、平鋼、軽量形鋼は下記による。

屋内部分に使用するボルト及びナットは下記による。

(４)

(５)

(６)

(７)

(１)

（ア）監理者事務所の規模

種別（面積）　・ 1号（10㎡程度）　　・ 2号（20㎡程度）　　・ 3号（35㎡程度）

　　　　　　　・ 4号（65㎡程度）　　・ 5号（100㎡程度）　 ・ 他 （　　程度）

（イ）監理者事務所の仕上げ

（ア）監理事務所は施錠可能とし、3号以上は原則、専用区画とする。仕上げは上記程

　　度とする。

（イ）電気，給排水、衛生、冷暖房の設備を設ける。

（ウ）什器、備品は下記による。

 　 机、椅子、書棚、見本棚、白板、図面かけ、ロッカー、掛け時計、消火器、ゴム

    長靴、雨がっぱ、安全ベルト、懐中電灯、電話

（エ）情報関連機器仕様等については最終頁資料１「監理者用情報環境整備」による。

（オ）これらの諸設備を含む監理者事務所の維持管理および工事監理に必要な備品（監

    理関係図書を含む）の費用は工事費に含まれるものとする。

（カ）事務補助員について（　※ 配員しない　　・ 配員する　）

 ・ 搬入土の場合は土壌汚染対策法の特定有害物質について調査を行ない、同法に定める

含有物質量に適合したもののみとする。

数量

複合機（A3カラー）

デジタルカメラ（　　)台

外付けモニタ　（　　)台

（　　　　　）台

スキャナー、コピー、プリントの機能を有していること。

A3用、A4用の2以上のトレイを有していること。

液晶ディスプレイFHD以上、24インチ以上

・ 上記の機器をLAN接続すること。

・ LANをインターネットに常時接続すること。原則として、光回線であること。

・ 適切なセキュリティを確保できるネットワーク構成とすること。

・ ネットワークの機器構成および運用設計を行い、監理者の承認を受けること。

・ ネットワーク構成に必要な機器一式を用意すること。

・ 必要な場合はA1プロッタへの出力も可能とすること。

・ 一般的なウェブブラウジングおよび監理者の社内ネットワークへのリモートアクセス

のため、インターネット上の任意のホストへのTCP/80、TCP/443通信を許可すること。

・ IDS/IPSやコンテンツフィルタリング等による通信制御を行ってもよいが、上記の目的

に支障が生じる場合には、問題を解消するための適切な対応を行うこと。

・ 情報関連機器の整備、管理、および運用保守については、現場の備品管理の一環とし

  て施工者で行うこと。

・ 現場からの撤去時には、情報漏洩防止のため、記憶装置の初期化等の処置を実施する

  こと。

監理者が必要なソフトウェアを追加でインストールする必要が生

じた場合、PCの管理者の権限を監理者に与えるか、もしくは監理

者からの要請の都度、対応するものとする。

本数　　（　　　）本

本数　　（　　　）本

■追加ソフトウェア

標準ソフトウェアに加え、以下の種類、本数のソフトウェアを協議の上PCにインストールする。

その他

（３）監理事務所の設備・備品は監理者と協議するものとし下記を原則とする。

　　また、監理事務所のレイアウトを提出し、監理者の承認を受ける。

 2) ソフトウェア

■標準ソフトウェア

 3) 出力機器

 4) その他

(ｂ)ネットワーク構成

(ｃ)管理主体と責任

　床：ビニル床シート張り又はタイルカーペット敷き程度以上

　内壁、天井：せっこうボード張りの上、合成樹脂エマルションペイント塗り程度以上

　注）監理者事務所を敷地内外の借室を利用する場合も同規模・同仕上げ程度とする。

○

○



○電動機、発電機及び付属機器装置類の納入据付工事

○発電機盤、自動起動盤類の納入据付工事

○機器及び盤相互間の配線工事

○起動用空気槽、空気圧縮機又は起動用蓄電池、充電器設備の納入据付

　及び同配管、配線工事

○消音器の納入取付及び煙導工事

○主燃料槽の納入据付、警報、連絡用通信装置の納入据付工事

○小出槽の納入据付、警報、連絡用通信装置の納入取付工事

○減圧水槽の据付納入及び警報信号装置の納入取付工事

○出入口に消防条例に基づく指定名称板の設置工事

○給油口ローリーアース及び発電機室との連絡用インターホン設備工事

○エレベータ及び中央監視盤への信号供給配線工事

○冷却塔の納入据付工事

○太陽光モジュール及びアレイの納入据付工事

○太陽光モジュール及びアレイ用架台の納入据付工事

○パワーコンディショナー、系統連系保護装置、接続箱等の納入据付・

　試験調整及びこれらに対する配管配線工事

○風車発電装置、監視制御装置、計測・保護装置等の納入据付・試験調

　整及びこれらに対する配管配線工事

○油圧装置、圧縮装置、避雷設備及び照明装置の納入据付工事

○排熱回収装置、排気ガス処理装置等の納入据付・試験調整及びこれら

　に対する配管配線工事

○メーカー標準の予備品・保守用品

○機関の分解組立工具（収納箱共）及び予備品・付属品 1式

○電気式始動方式の場合：直流電源設備による予備品･付属品 1式

○その他指定するもの（                          ） 1式

●将来対応管路等工事一式及び機器類設置スペースの確保

●ケーブルラックの納入据付工事

○機器類の納入取付・試験調整

●モジュラジャック、プレートの納入取付工事

○その他指定するもの（                          ） 1式

●(１)電話配管設備 ●局線引込管路及びそれ以降の配管、ケーブルラック及び端末配管工事

●(２)電話設備 ●ジャンクションボックスプレート仕上（・Pタイル ・カーペット）

●端子盤、端末取出アウトレットボックスの納入取付工事

○MDFから各端子盤に至る配線工事

●局線引込工事は別途

●呼線工事

●電話交換機装置、電源装置、電話機、各種アンテナ類の納入取付調整

●MDFから各端子盤に至る配線工事及び電話機に至る配線工事

○料金管理装置の納入取付調整工事

●モジュラジャック、プレートの納入取付工事

●接地幹線より分岐する接地線工事

3-11

3-13

3-12

■構内交換設備工事

□発電設備工事

■構内情報通信網設備工事

○(　)風力発電設備

　 　 発電設備

○(　)燃料電池発電設備

○(　)熱併給発電設備

○(　)太陽光発電設備

○(　)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ発電設備

○(　)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設備

○(　)ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電設備

○(　)ﾏｲｸﾛｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

○(　)非常放送設備 ○拡声装置（増幅器、出力切り替え器、マイクロホン、電源装置、スピー

○(　)一般放送設備 　カー、その他）配線器具などの納入取付工事

○弱電用端子盤の納入取付工事

　（共用盤の場合は電話配管設備工事に含む）

○機器、盤、装置間の配管配線工事

○エレベーター制御盤への出力供給配管配線工事

○表示用ランプ類 実装数の20%

○ヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○(　)インターホン設備 ○検出部、制御部、案内表示部等の納入据付、試験調整及びこれらに対

○(　)音声誘導設備 　する配管配線工事

○(　)身体障害者用 ○親機・子機等の納入据付、試験調整及びこれらに対する配管配線工事

　 　 インターホン設備 ○呼出し表示灯、復旧釦等の納入据付、試験調整及びこれらに対する配

○(　)ﾄｲﾚ等呼出し設備 　管配線工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○テレビ及びラジオ受信用アンテナ、増幅器、分配器、整合器、ヘッド

　エンド装置などの供給取付

○アウトレットまでの配管配線工事

○アンテナ及び装置、機器配線の調整工事

○予備配管工事

○ヒューズ類 実装数

○端末抵抗器 実装数の20%

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-16

3-17

□ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事 3-18

□誘導支援設備工事

□拡声設備工事

3-19

○監視カメラ、モニター架等の納入取付、試験調整及びこれらに対する

　配管配線工事

○製造者の標準 1式

○その他指定するもの 1式

○制御装置、発券機、カーゲート、カードリーダー、料金精算機、ルー

　プコイルなどの検出装置、信号灯等の納入取付、試験調整及びこれら

　に対する配線工事

○料金計算装置の納入据付工事

○記録用紙類 各種1年分

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○駐車券他 各種1年分

3-21

○受信盤他各種機器装置類の納入取付及びこれらに必要とする配管配線

○副受信盤の納入据付及び配線工事

○放送設備起動用装置及びこれらに対する配管配線工事

○各種申請図書類の作成業務（申請手数料含む）

○保守上必要とする工具及び試験器 1式

○記録用紙類 各種1年分

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-22

○各種機器類の納入取付及びこれらに必要とする配管配線工事

○保守上必要とする工具及び試験器 1式

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-20□駐車場管制設備工事

□監視カメラ設備工事

□自動火災報知設備工事

□自動閉鎖設備工事

3-23

○非常ベル

○保守上必要とする工具及び試験器 1式

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○保守上必要とする工具及び試験器 1式

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○(　)機械警備設備 ○機械警備に係る配管工事

○(　)入退室管理設備 ○センサ、制御装置等の納入取付、試験調整及びこれらに対する

　配管配線工事

○制御装置、認識装置等の納入取付、試験調整及びこれらに対する配管

　配線工事

○警察機関に通報する設備の設置工事

○警備保障会社などが納入取付けるものは別途

○記録用紙類 各種1年分

○カード 設計図による

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

□防犯・入退室管理設備 3-25

□ｶﾞｽ漏れ火災警報設備工事 3-24

○受信盤他各種機器装置類の納入取付及びこれらに必要とする配管配線

□非常警報設備工事

○各種機器類の納入取付及びこれらに必要とする配管配線工事

●メーカー標準の予備品（収納箱共）及び保守用品 1式

●ローテンションスタンド 設計図による

●電話機台数 設計図による

○その他指定するもの（                          ） 1式

○(　)マルチサイン設備 ○情報表示機器の納入取付及びこれらに対する配管配線工事

○(　)出退表示設備 ○親時計装置、子時計の納入、取付及びこれらに対する配線工事

○(　)時刻表示設備設備 ○電池時計納入取付工事

○時報用アンテナ工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○映像・音響機器の取付け用配管工事

○映像・音響機器の納入取付及びこれらに対する配管配線工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-14

3-15□映像・音響設備工事

□情報表示設備工事

○(　)外部雷保護ｼｽﾃﾑ ○受雷部システムの施工

○(　)内部雷保護ｼｽﾃﾑ ○引き下げ導線システムの施工

○接地システムの施工

○等電位ボンディングの施工

○大地抵抗率の測定

○埋設接地極から抵抗測定試験端子盤までの配線工事

○接地抵抗測定試験端子盤の納入取付工事

○接地極埋設標の設置

○接地抵抗の測定試験及び抵抗値の調整工事

○その他指定するもの（                          ）

○(　)航空障害灯設備 ○航空障害灯、制御盤の納入取付及びこれらに対する配線工事

○(　)ﾍﾘﾎﾟｰﾄ照明設備 ○ヘリポート機器、制御盤の納入取付及びこれらに対する配線工事

○中央監視盤への信号線工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

（種別毎に1組以上）

○その他指定するもの（                          ） 1式

□航空障害灯等設備工事

□雷保護設備工事

3-7

○(　)特別高圧受変電設備 ○図示の受変電配電に関する機器装置類の納入据付及びこれらに対する

○(　)高圧受変電設備 　電力配線、制御線配線工事

○責任・財産分界点以降電気室内受配電盤一次側までの主回路に必要な

　各種機材の納入取付工事

○受変電設備、監視制御盤、高低圧配電盤、計器盤および遮断器、開閉器

　などの機器、装置類に対する監視制御配線工事

○保護金網取付工事

○電気室等出入口に消防条例に基づく指定名称板の設置工事

○接地抵抗測定用試験端子盤以降の各種接地工事

○責任・財産分界点までの電力ケーブル引込工事は別途

○取引用(受電用)PCT及び取引用計器類の取付工事は別途。但し、必要な

  配管類は本工事に含む。

○エレベーター及び中央監視への信号供給配線工事

○防火区画貫通処理工事

○特高設備はメーカー標準の予備品・保守用品 1式

〇高圧設備はメーカー標準の予備品・保守用品のほか、下記による

  高圧絶縁ゴム手袋・ペンチ、ドライバー等の工具・メガー・

  テスター・検電器 1式

○絶縁マット（盤前面および裏面） 1式

○フック棒（2.5m・1.5m) 各1本

○表示用ランプ及びヒューズ類（PFを含む） 実装数の20%

（種別毎に1組以上）

○隙間計などの調整工具（VCB、VCS等使用時） 各種1組

○遮断器運搬具（リフター） 種別毎に1組以上

○フィルター（変圧器、強制空気冷却のとき、その他必要により）実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○(　)直流電源設備 ○蓄電池､整流装置､逆変換装置、充放電器等の納入据付及び盤間と蓄電

○(　)交流無停電電源 　池間の配管配線工事

○蓄電池用耐震架台の納入据付工事

○蓄電池室出入口に火災予防条例に基づく指定名称の設置工事

○メーカー標準の予備品（収納箱共）および保守用品 1式

○その他指定するもの（                          ） 1式

3-9

3-10□電力貯蔵設備工事

□受変電設備工事

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

　 　 設備

予 備 品 及 び 保 守 用 品

3-6

○ＩＣカードを用いる場合の初期入館者データ登録は本工事

○排煙口の手動開放スイッチに対する配管配線工事

○配管のスラッジ対策を施すこと

（測定チャンネル数　　　ch）

　上記でch数の記載が無い場合、測定チャンネルは計画地で

　受信可能なチャンネルを測定する

○(　)急速充電設備 ○電力変換装置、充電制御装置、充電コネクタの納入取付及びこれらに

○(　)普通充電設備

○充電コネクタの付属コードの納入

3-8□電気自動車充電設備工事

　必要とする配管配線工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

○2次側が可とう導体の時は絶縁シートを取付ける

○電力引込み用管路、支持枕木、ケーブルラック等の敷設工事

　送油管は小出槽手前でバイパス回路を設け、常用及びバイパスはプリ

　フィルタとバルブを設ける。

○ケーブル類の敷設工事

○受信調査（・事前　　・上棟　　・竣工）

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

1式

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲 工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

　工事

　工事

　工事

1式

○(　)電力平準化用

　 　 蓄電設備

○(　)分散電源ｴﾈﾙｷﾞｰ

　 　 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

○(　)小出力発電設備

○接地極の省略に伴う大地抵抗率測定用補助接地極の埋設工事

○航空障害灯の設置省略、設置免除に関する届出及び書類作成の補助

○時刻同期装置の取付、時刻の補正、調整

○時刻同期装置による時刻補正

○屋外設置用の架台・ポール及び基礎工事

○釣銭予備カセット 1式

○その他指定するもの（                          ） 1式

○電食対策の要否判定のため、迷走電流の測定

○BCP対策時を想定した実負荷試験の実施

○時刻同期装置による時刻補正

○時刻同期装置による時刻補正

○時刻同期装置による時刻補正



2.1.1 a. 各工事に於いては関連する適用法令および規格・認定などによる。

b. 国際および外国の基準・規格の使用に関しては、国内法を優先する。

2.1.2 1. 電気事業法

2. 電気設備技術基準

3. 電気設備技術基準にもとづく告示

4. 電気通信事業法

5. 電気用品安全法

6. 有線電気通信法

7. 建築基準法

8. 建築基準法施行規則

9. 建築基準法施行令

10. 消防法

11. 建設省告示

12. 消防法施行規則

13. 消防法施行令

14. 航空法

15. 地方火災予防条例

16. 航空法施行規則

17. 航空法施行令

18. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称：ビル管理法）

19. 駐車場法

20. 労働安全衛生施行令

21. 労働安全衛生法

22.

危険物の規制に関する政令23.

労働安全衛生施行規則

24. 危険物の規制に関する規則

25.

26.

電波法

27.

道路交通法

28.

ＰＬ法（製造者責任法）

29.

公害関係法（騒音規制）

30.

計量法

31.

ガス事業法

2.1.3 1. 内線規程（日本電気協会）

2. ＪｌＳ日本工業規格（工業標準化法に墓づく）

3. ＪＥＭ（社）日本電機工業会標準規格

4. ＪＥＣ電気学会電気規格調査会標準規格

5. ＪＣＳ（社）日本電線工業会規格

6. ＪｌＬ（社）日本照明器具工業会規格

7. ＪＥＬ（社）日本電球工業会規格

8. ＳＢＡ（社）日本蓄電池工業会規格

9. ＪＥＣＡ（社）日本電設工業協会

10. ＪＥＡＣ（社）日本電気協会電気技術規程

11. ＢＴＳ日本放送協会放送技術規格

12. ＲＥＳ日本電気抵抗合金工業会標準規格

13. （財）日本建築センター防災性能評定

14. ＥＩＡＪ（社）日本電子機械工業会規格

15. ＪＷＤＳ日本配線器具工業会規格

16. ＪＳｌＡ（社）日本配電盤工業会

17. 日本消防検定協会

18. 労働省産業安全研究所「工業電気設備防爆指針（ガス・蒸気防爆）」

19. 電力会社規格

20. その他本工事に関わる規格

2.1.4 1. （財）日本ガス機器検査協会

2. （社）日本配電盤工業界：非常用配電盤等認定業務委員会

3. 日本電信電話（株）「加入者の使用請求に係る技術基準に関する規則」

4. 日本電信電話（株）「施設用物品仕様書」

5. （社）日本内燃力発電設備協会：自家発電設備認定委員会

6. （社）日本電気協会：非常電源専用受電設備認定中央委員会

7. （社）日本照明器具工業会：誘導灯認定委員会

8. （社）日本電子機械工業会：非常用放送設備委員会

9. （社）日本火災報知器工業会：非常警報認定業務委員会

10. 高圧ガス保安協会

11. （財）ベターリビング：優良住宅部品（ＢＬ部品）

12. （財）光産業振興会

13. （社）日本電設工業協会：技術委員会

2.2.1 a.

b.

c.

i.

2.2.2 a.

2.3.1 a.

（第２編２．１．１）

（第６編２．１．１）

b.

c. ケーブル・電線などはボックス内で十分なゆとりを持たせる。

d. 高圧ケーブルの接続および端末処理は有資格者が行う。

e.

2.3.2 a.

（第２編２．１．２）

（第６編２．１．２） b.

2.3.3 a.

b.

c. 管端口を直接機器に接続出来ない場合は、サービスキャップを取り付ける。

d.

e. 電線管の太さは設計図による。ただし、特記のない限りPF電線管とする。

f.

g.

予備配管は清掃の上、耐蝕性の呼線を挿入しておくものとする。

h.

i.

j.

k.

l．

m. 遮音を必要とする個所には、遮音を十分考慮した配管工事を行う。

2.3.13
a.

（第２編２．10．１）

b.

2.3.14 a.

（第６編２．７．３）

b.

2.3.15 a.

b.

c. 電柱には、所定の太さの支線または、支柱を設ける。

2.3.4 a.

b.

c. プルボックス内の配線は整理札を取付け、送り先を明示する。

d. 床上用アウトレットに使用するボックスは、特記のない限り、高低水平調整装

置カバーを使用する。

e. 外壁には原則としてボックスを取り付けないものとし、やむを得ず取り付ける

場合は、結露防止を考慮する。

2.3.5
a.

b.

c. ボンドは二重に折り返して、0.5mm厚以上の銅板製クリップ止めとする。

d. 管の継目はカップリングの中央に来るよう施工する。

e. 配管およびボックスを外壁に取り付けるときは、躯体と絶縁しパッキングによ

る防水処理を施す。

2.3.6 a.

b.

c.

d.

2.3.7 a.

b.

c. 通信設備などの弱電流の配線は、下記による。

1）同軸ケーブルの曲半径（内側半径）は、ケーブル外径の10倍以上とする。

2.3.9 a.

（第２編２．３．３）

2.3.10 a.

（第２編２．７．２）

但し、曲がり部分や接続部に過大な地震力の集中がないように支持する。

b.

2.3.11 a. 線ぴの切口は、バリ等を除去し平滑にする。

b.

2.3.12 a. ボルトの締付けは、マーキングを施すものとする。

（第２編２．９．２）

一般事項

その他　本工事に関わる　法令規則

（第２編２．10．２）

（第６編２．７．１）

c.

b. 直線部の距離が20ｍ以上の場合はエキスパンションダクトを設ける。

（第６編２．５．１）

（第６編２．３．２）

（第６編２．２．５）

f.

（第６編２．２．１）

「施工要領図を作成し監理者の承諾を得ること。」

〇(　)架空配線備

●(　)地中埋設配管

○(　)外灯設備

●保守上必要とする工具及び試験器 1式

○その他指定するもの（                          ） 1式

〇(　)架空配線備

●(　)地中埋設配管

●保守上必要とする工具及び試験器 1式

○その他指定するもの（                          ） 1式

○事前調査

○中間調査

○事後調査

○個別アンテナによる補償工事

○共同受信設備による補償工事

○CATV設備による補償工事

○保守上必要とする工具及び試験器 1式

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数

○その他指定するもの（                          ） 1式

□ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備工事

○電力引込用構内引込柱の建柱工事

●ハンドホール及びマンホールの設置工事

●接地極の設置及びこれに至る地中埋設配管配線工事

●電力引込用地中埋設配管工事

○外灯の設置及びこれに至る電源供給用地中埋設配管配線工事

●その他屋外に設置される機器類への電源供給用地中埋設配管配線工事

●接地極の設置及びこれに至る地中埋設配管配線工事

●ハンドホール及びマンホールの設置工事

■構内通信線路

■その他

○通信設備引込用構内引込柱の建柱工事

●通信設備引込用地中埋設配管配線工事

●屋外に設置される機器類への通信線用地中埋設配管配線工事

■構内配電線路

○各種機器類の納入取付及びこれらに必要とする配管配線工事

○外灯の接地は、器具毎に行うこと。

●建築モックアップ工事が行われた場合に伴う照明、スピーカ、感知器、

　スイッチ、カードリーダーなどの取付工事

j.

k.

2.3.8 a. 金属管の塗装箇所は2.3.3 k.による他、下記の場所で施す。

（　　　　　　　　　　　　　　　）

c.

（第２編２．２）

（第６編２．２）

（第２編２．８．３）

（第６編２．６．２）

d. 金属線ぴの耐震支持は4.5ｍ以下毎に施すこと。

d. ケーブルラックの耐震支持は指定された耐震クラスに基づき、その他先端2ｍ以下

とし、壁貫通部も指定された耐震クラスに基づく耐震支持を施すこと。

○中央監視盤、リモートステーション盤、計器、継電器盤、端子盤の納

　入据付及び試験調整

○簡易型UPSの納入据付工事

○中央監視盤までの電源供給配線工事

○接地幹線より分岐する接地線工事

○制御線、信号線工事

○オープン化に伴うバインディング作業、データ整理他の総合調整（他

□中央監視制御設備工事

○表示用ランプ及びヒューズ類 実装数の20%

（種別毎に1組以上）

○記録用紙類、プリンター用リボン等又はトナーカートリッジ 各種1年分

○その他指定するもの（                          ） 1式

○着脱可能な補助記憶媒体

（日報・月報に使用する場合は１年分）

現用数

（変圧器の一次側端子で監理者と協議・確認した性能を満足する圧着端子を使

用する場合は、端子破断防止用添板及び絶縁筒を取付る。）

屋外に敷設する場合は、防錆仕様とし、ケーブル保護用カバー付とする。

管のこう長が30ｍ以上の場合は、設計図に記載のない場合でも通線のしやすいよ

うプルボックスまたはジョイントボックスを設けるものとする。

プルボックスまたはジョイントボックスは、点検できない箇所に取り付けては

ならない。いんぺい部分に取り付けるプルボックス近くに点検口を設ける。尚、

点検口の裏面には、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの用途を明記するものとする。また、ジャンクショ

ン・ボックス面にはその用途を明記する。

電線の接続は、押しねじ接続などによるもの以外は、圧着端子及び電線コネクタ

を用いて行う。但し、高圧および200mm2以上の接続は圧縮端子を用いて行う。

耐火ケーブル相互・耐熱ケーブル相互の接続は、消防予第123号「耐火電線等に

係る接続工法の取扱いについて」によるほか、「防災設備に関する指針（2004

年版）－電源と配線及び非常用の照明装置－」に準拠して施工する。

電気配線の防爆については、電技解釈第175条から第179条による。

情報・通信ケーブルの接続及び端末処理は電気通信設備工事担任者の有資格者

が行う。資格種別は工事内容による。

外部配線との接続用の端子・コネクタ・ジャックなどを原則として設ける。な

お、端子は接続する電線の太さおよび電圧に適合した構造で、外部接続側はねじ

止めのものとし、原則としてフォーク形のものは用いないものとする。符号ま

たは名称による表示を行う。

機器などへの接続は十分に締め付け、振動により暖むことのないように二重

ナットまたは、ばね座金を使用する。なお、締付け後マーキングを施すこと。

コンクリート埋め込み工事に施工した電線管の管口には必ずキャップを取り付

ける。

各種ボックスおよびその他の箇所における管の切口にはブッシングを取り付け

る。

上向電線管はテープ巻または、その他の方法で塵挨等侵入しないようにするこ

と。

配管埋め込みおよび貫通は監理者の指示に従い、建物の構造および強度に支障

のないものとする。

配管をコンクリートに埋め込む場合は、鉄筋の上部または中間に配管し、各要

所を鉄筋に結束すると共にボックス型枠に堅固に取り付ける。

やむを得ずコンクリートに溝掘りをして配管する場合は、監理者の承認を得た

後施工する。

コンクリートなどの造営材にサドル止めをする場合は、カールプラグまたは埋

め込みボルトとする。

屋内で露出金属配管及びレースウェイ工事を行う場合は、原則として指定色塗

装とする。

防振据付けしたポンプ、空調機などへの配管は、直接これらの機器へ固定して

はならない。やむを得ず固定する場合は、適当な箇所にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ電線管 などを

使用して振動の伝達を防止する。

管とボックスとの接続またはダクトへの接続は、内外両面にロックナットを用

いて十分に締め付けを行うとともにブッシングを取り付ける。電線管は、ボック

ス内に必要以上に突出させてはならない。

ねじ接続による電線管は、使用前に必ずねじを切り直す。ただし、ねじの切過

ぎをしないこと。

管路の内部は監理者の指示する時期および入線前に十分清掃の上呼線を挿入す

る。

コンクリート埋込工事に用いるボックス類は仮わくを取り外した後、清掃し、

内面には絶縁性防錆塗料を施す。

屋上で露出配管工事を行う場合は、防錆仕様とし、防水層を傷つけないように

行う。

露出立上げ配管は、床仕上げ面より100mm程度の高さのコンクリートで根巻を施

すことを原則とする。

通線を行うにあたっては、十分な余長をとり、取付器具を結線したまま引き出

す事ができるよう考慮する。予備配管には呼線を挿入する。なお、竣工後であっ

ても配管の不備により入線の困難な時は本工事者が責任をもって手直しする。

垂直に配管した管内の電線は、適切な方法（堅木わく・くさび・コンクリート

など）による支持する。

2）ボックスまたは、端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これを

まとめて保護を行うものとする。

管を造営材に取り付けるには、サドル・ハンガなどを使用し、その支持間隔は、

硬質ビニル管においては、原則として1ｍ以下とする。合成樹脂製可とう管にお

いては、1.5ｍ以下とする。ただし、管端・管相互の接続点および管とボックス

との接続点では管端から0.3ｍ以下の箇所で管を固定する。

ダクトの水平支持間隔は3ｍ以下とする。また、配線室等に垂直敷設する場合は

6ｍ以下とする。

ダクトの吊りはアングル部分で行い、鉄板部分の歪みにより電線が損傷しないよ

う留意し、防錆処理の上指定色塗装とする。

1種金属線ぴのベースは、1ｍ以下の間隔で、造営材に取付ける。また、線ぴ相

互 の接続部の両側、線ぴと付属品（ボックス含む）との接続部及び線ぴ端部に

近い箇所で固定する。

2種金属線ぴの支持は支持間隔1.5ｍ以下とし、吊りボルトの呼び径は9mm以上と

する。また、線ぴ相互、線ぴと付属品（ボックス含む）との接続部及び線ぴ端

部に近い箇所で支持する。なお、必要に応じて振止めを施す。

ケーブルが金属部分を貫通する場合は、ケーブルの被覆を損傷しないように適当

な保護物を設ける。

ケーブルが免震構造部分を通過する場合は、十分な余長を設け、地震力の影響

を受けないようにする。

水平から垂直への立上り部は建物の変位に耐えられる材料・工法を考慮する。

スラブtoスラブの壁がある場合、天井内及び二重床内の貫通部は遮音性能を維

持する施工方法とすること。

コンクリート柱は、「遠心力プレストレストコンクリートポール」に適合したも

のとする。

碍子は、架線の状況により、ピン碍子などを使用する。高圧用のものは、陶体と

心棒との接続剤にポルトランドセメントを使用する。

14. その他本工事に関わる認定

l.

　設備を含む）

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

予 備 品 及 び 保 守 用 品

適用法令

適用規格

適用認定

盤類

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

(付加)

●

●

●

●

●

（各  編）

２章 電気設備共通工事

2.1節 適用法令および規格

電線保護物類

(付加)●

（各  編）

電線の接続

(付加)●

電線と機器端子

との接続

(付加)●

管および

付属品等

(付加)●

位置ボックス、

ジョイントボッ

クス等

(付加)●

管の接続

(付加)●

（第２編２．2～4．2～4）

（第２編２．５．2～3） 

（第６編２．２．６）

（第２編２．2～4．7～8）

（第２編２．10．3～4） 

（第６編２．２．４）

（第２編２．2～4．５） 

2.2節　機材

2.3節　施工

配管の養生

および清掃

(付加)●

通線

(付加)●

金属管配線

(付加)●

合成樹脂管配管

隠ぺい配管の

敷設

(付加)●

金属ダクト配線

ダクトの敷設

(付加)●

金属線ぴの敷設

(付加)●

バスダクト配線

バスダクトの敷

設

(付加)〇

ケーブル配線

ケーブルの敷設

(付加)●

ケーブルラック

の敷設

(付加)●

架空配線建柱他

(付加)〇

（第２編２．2～2．６） 

（第６編２．２．８）

（第２編２．2～4．９） 

（第６編２．10．1～3）

（第２編２．11．1～5）

盤面機器の表示および操作面は、監視・操作のしやすい形状および配置とする。

構造は完全に接地された堅ろうな金属閉鎖箱内に所要機器類を納め、保安点検

に便利な配置と保安上十分に考慮された寸法、規格をもち、前面および背面に

扉または扉板を取付ける。また、屋外に設置するときは防水構造とし、対象輻

射熱による温度上昇を防止するための換気を行い、周辺の環境による箱体の腐

食防止処置を施す。

上記使用状態での各部の温度上昇限度は各規定の温度上昇限度を超えないこと。

d. 扉の鍵は、各工事で同一形状のものは同一鍵とする。

e. 屋外等に設置される配電盤・制御盤・分電盤において、内部が高温になる場合

は、正常に動作するMCCBを設ける。

f. 屋外壁掛型の場合は径5～9mmの水抜き穴を設ける。

g. 接地側端子用バーは回路毎に区分し、絶縁抵抗が容易に測定できる構造とする。

また、箱体接地用端子を設ける。また、盤内に接地用端子を設ける。

h. 列盤内には接地母線を設け電気的に完全に接続するものとする。

防災設備の電源回路には、その旨を赤字（シルク印刷等）で明記する。

各設備の端子を同一の盤に収める場合は各端子、機器の用途名称を取り付ける。

盤内にSPDを設置するときは接続端子を設けて接続する。

積算計器を計量法による検定付とするかは次による。

（1）検定付と　※する　・しない（・図示による）

b.

CD管は使用不可とする。

ケーブルラック、ワイヤリングダクト等が電力線・通信線と共用する場合、セ

パレータは鋼板製とする。

3-26工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

3-27工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

3-28工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

3-29工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

3-31工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

○屋外機器の架台及び基礎工事

○屋外機器の架台及び基礎工事

○昇降機制御盤から昇降機運行監視盤に至る信号線工事

●確認申請変更届に伴う補助

●保守計画、更新計画の作成

b. 金属管を施設する場合は堅固に支持すること。金属管の支持は原則としてサド

ル又はハンガーなどを用い、支持点間隔は、2m以下とする。

○時刻同期装置による時刻補正

○屋外機器の架台及び基礎工事

g. 高圧ケーブル相互及び特別高圧ケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合は、

ケーブルのシースや絶縁体等の伸縮対策を次の通り施すこと。

・端末処理部近傍のケーブルブラケット内にケーブルシースと固着する熱収縮

チューブを挿入して突起をつくるなど、シースずれを防止すること。

・ケーブルの伸縮を抑制する端末材料を用いること。

・端末処理部近傍のブラケットはスプリング式アルミクリートを用いること。

2.3.16 a.

b.

暗きょ式は設計図による暗きょを構築し、内壁面にケーブル重量に耐える受金物

（溶融亜鉛メッキ）を堅固に取付け、これにケーブルを敷設する。

直埋式はコンクリートトラフ、半陶管などを掘坑の床面に上向けにして継目なく

敷ならべケーブルを引込む。埋戻しはトラフ内に清浄な川砂を充填し、コンク

リート蓋を設けケーブルを保護する。

地中配線管路

等の敷設等

(付加)●

（第２編２．12．1～5）

（第６編２．11．1～4）

c. 配管の埋設深さは、原則として次によるものとする。

②　その他は、地表面（舗装がある場合は舗装下面）から300mm以上とする。

③　寒冷地では①及び②によるほか凍結深度以上とする。

d.

e.

f. 各マンホールには原則としてタラップを設置する。

g. 各マンホールにはケーブル余長として1周分見込むこと。

①　引込管路、車両等重量物の圧力がかかる場所に敷設する管、高圧ケーブルに

　　使用する管、幹線ケーブル等で重要な配線に使用する管は、600mm以上とす

　　る。（舗装がある場合は、舗装下面から300mm以上）

使用するコンクリートは原則として普通コンクリートとし、規格品または調合比

1：2：4の現場練りとする。モルタルは調合比1：3とする。

マンホールは、鉄筋コンクリート造とし、壁にはケーブルおよび接続部品取付け

用の支持金物を設け接地を施す。底部は、マンホール内のたまり水を排除できる

ような構造とする。上部には鋳鉄製マンホール蓋を設け道路および重量物の圧力

を受けるおそれのある場所は耐重型を設け、監理者の確認を得て施工する。

h. 湿気の多い場所や水気のある場所、及び地中配線に用いる高圧ケーブルは、導体

上内部半導電層・絶縁体・外部半導電層の３層同時押出構造のE-Eタイプを使用

すること。また敷設の際、管路に用いるハンドホール、マンホール、ボックス類

はケーブルの許容曲げ半径以上を確保できるサイズとすること。

東京電力パワーグリッド㈱さいたま支社・東京電力エナジーパートナー㈱販売本部北関東本部　 

東日本電信電話株式会社・KDDI株式会社

JCOM株式会社

さいたま市消防局

■競馬中継用テレビ設備

●アウトレットまでの配管配線工事

〇着順判定表示システム用の配管工事

3-30工　　　　　事　　　　　範　　　　　囲

さいたま市建築審査課



a.

b.

3.1.2 a.

b.

3.1.3
a.

b.

c.

d.

3.2.1 a.

b.

c.

d.

e.

器具類

3.1.1

図面に特記なきものは下表を標準とする。ただし下表によりがたい場合は監理者と

備考(天井高)×0.8及び(天井高)×0.9  は天井高が2,500～3,000mmの場合に適用する。

直流電源装置容量

自家発電機容量および関連設備 

2.4.1 a.

の協議による。

2.3.23

名　　称 測 点 取付高(mm)

 取引用計器 地上～上端 2,000

 引込開閉器 床上～上端 1,800

 警報盤 床上～中心 1,500

 分電盤 床上～中心 1,500 (上端1,900以下）

スイッチ類 〃 1,300

 　〃 (身障者用) 〃 1,100

 コンセント(一般) 〃 300

 　〃 (和室) 〃 150

 　〃 (台上) 台上～中心

 　〃 (車庫) 床上～中心 1,300

 ブラケット(一般) 〃 2,100

 　〃 (踊場) 〃 2,500

 　〃 (鏡上) 床上～中心 150

 壁掛形制御盤（　　　　　 ） 床上～中心 1,500 (上端1,900以下）

 手元開閉器 〃 1,500

 操作スイッチ・　押しボタン 〃 1,300

 室内端子盤　(廊下･室内) 床上～下端 300

 中間端子盤　(EPS､電気室) 床上～中心 1,500

 集合保安箱 〃 (天井高さ)×0.9

 壁付ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (一般) 〃 300

 　〃 (和室) 〃 150

壁掛形親時計 床上～中心 1,500

子時計 〃 (天井高さ)×0.9

壁掛形スピーカー 〃 (天井高さ)×0.9

アッテネータ 〃 1,300

表示盤 床上～中心 (天井高さ)×0.9

壁付発信器 〃 1,300

ベル 〃 (天井高さ)×0.9

ブザー 〃 (天井高さ)×0.9

押しボタン 〃 1,300

(身障者用押ボタン) 〃 900

身障者用表示灯 〃

壁付インターホン 床上～中心 1,500

  〃 (身障者用) 〃 1,100

壁付位置ﾎﾞｯｸｽ (壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝを除く)

  〃 (一般) 〃 300

  〃 (和室) 〃 150

機器収納箱 床上～中心 (天井高さ)×0.9

アウトレット (一般) 〃 300

  〃 (和室) 〃 150

受信機 床上～操作部 800-1,500

副受信機 〃 800-1,500

機器収納箱 床上～中心 800-1,500

発信機 〃 800-1,500

ベル 〃 (天井高さ)×0.9

消火栓表示灯 〃 (天井高さ)×0.8

i.

3)

塩害対策（塩害地区の場合）

ダクト類上部に水勾配を設け、水はけを良くする。4)

3)

2)

1)

h.

4)

誘導電圧対策

1)

2)

g.

f.

e.

d.

c.

b.

2.3.22 a.

建築基準法で定める防火区画を貫通する場合は国土交通大臣認定工法で施工する。

評定を受けた工法で施工する。

消防法で定める令8区画､共住区画を貫通する場合は(財)日本消防設備安全センターk.

j.

 　〃 (屋外) 床上～中心 600

その他の工事

機器取付高さ

機器取付

高さおよ

び接続

コンセン

ト

配管配線

工事

(付加)

2.3.17 a.

b. 接地端子盤は盤類に準ずるほか、下記による。

接地端子盤内には、測定端子を取り付ける。

接地端子盤には、扉裏面に接地埋設図を表示する。

盤内接地線には、表示札を取り付ける。

c.

d. 施工後、接地端子盤に、測定値・測定年月日・接地種別名などを記入する。

e.

f. 寒冷地域では凍結深度の確認をした上で監理者の承認を得て埋設深さを決定する。

g. 接地抵抗低減剤を使用する場合は、監理者の承認を得て使用する。

h. 接地極に対する腐食を検討し、監理者の承認を得て施工する。

i. A種接地の内、通信用のものは5Ω以下が望ましい。

j. ELB用接地は原則として単独接地とする。

k.

接続しない予備心線は、十分な余長をもたせておき、成端を行う。

設置場所 耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ

中間階

１階および地階

（     ）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。

〔     〕内の数値は水槽類の場合に適用する。

建築階数 上層階 建築階数 上層階

2～6 最上階

13～ 上層4階7～9 上層２階

10～12 上層３階

地階、1階を除く各階で、上層階に該当しないものを示す。

1.65超

1.10超～1.65以下

0.63超～1.10以下

0.42超～0.63以下

0.42以下

1.5(1.5)〔1.5〕 1.0(1.5)〔1.0〕 0.6(1.0)〔0.6〕

1.0(1.0)〔1.5〕 0.6(1.0)〔1.0〕 0.4(0.6)〔0.6〕

上層階､塔屋および屋上 2.0(2.0)〔2.0〕 1.5(2.0)〔1.5〕 1.0(1.5)〔1.0〕

電話用配線等

耐風力基準

2.3.18

2.3.19

耐震

基準風速Ｖo及び地表面粗度区分

設備機器設計用風速の再現期間

　　再現期間は　・ 50年（風速割増し 1.0倍）

　　基準風速Ｖoは　　（　34　ｍ／ｓ）以上とする。

　　地表面粗度区分は （　Ⅲ　  ）とする。

　　　　　　　　※100年（風速割増し 1.075倍）

　　　　　　　　・200年（風速割増し 1.15倍） とする。

設備機器設計用風圧力の最小値

外部に面して設置する設備機器等の設計用風圧力は

※±2,000 Ｎ／㎡

区域　　　　　　※多雪区域以外　　・多雪区域

垂直積雪深　　　（　 0.3 ｍ）

単位体積重量　　（　　20 Ｎ／㎡・㎝）

・±      Ｎ／㎡ を下回らないこと。

耐積雪基準

2.3.20

2.3.21

3.3.1 a.

b.
（第２編１．16．１）

3.4.1 a.

b.

c.

3.5.1 a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.6.1 a.

b.

3.6.2 a.
2 2

b.

3.6.3 a.

3.7.1 a.

b.

引き下げ

導線の敷

設

接地極の

埋設

c.

水槽類、油槽類 ※クラスS

他の対象設備を除く電気設備全般

・クラスS

その他設備（ ）

・クラスS

対象設備

耐震グレード

・クラスA

※クラスA

・クラスB

※クラスA

・クラスB

※クラスS

・クラスS

・クラスS

・クラスA

・クラスA

※クラスB

・クラスA

※クラスB

※クラスS

※クラスS

※クラスS

・クラスA

・クラスA

・クラスB

・クラスA

・クラスB

・一般の ※特定の ・特に重要

施設 施設 な施設

建築物の時刻歴応答解析が行われていない場合の設計用水平震度（KH）は以下と

する。設計用鉛直震度はKHの0.5倍とする。

高さ60mを超える建築物、免震構造および制振構造の建築物の場合の、建築物の

時刻歴応答解析等による設計水平震度(KH)は以下とする。設計用鉛直震度はKHの

0.5倍とする。

電磁誘導ノイズ対策として、電力線と信号線の平行敷設は避ける。平行する場合

は、信号線をシールド付ペア線として金属管に収める。

同一ケーブルラックに強電・弱電線が一緒に敷設する場合は、出来る限り離隔を

取り、セパレータを設ける。

a.共通

）

板状接地工事の場合は、1.5mm厚以上の銅板とし、A種（第一種接地）・B種（第

二種接地）・C種（特別第三種接地）は900×900mm以上 、D種（第三種接地）は

450×450mm以上としその他の接地極の仕様は設計図による。

指定の接地抵抗値が得られない場合は、監理者と協議の上、補助棒接地極を埋設

し、指定値を確保する。

接地極の接地は、なるべく湿気の多い場所を選び、原則として常水面下とし、地

表面から接地極の上端0.75ｍ以上の深さに埋設する。

接地抵抗値は、埋設時から竣工引渡し時までの変化を確認できるよう数回の試験

記録を行う。

通信用屋内ケーブルと、信号線、交流電源線との離隔距離は0.15ｍ以上とし、これ

によりがたい部分はセパレータなどを用いて直接接触しないようにする。但し、信

号線および交流電源線にシールドケーブルを用いる場合は、この限りではない。

竪て管は、高さが60ｍを越える構造評定対象建物に設ける場合には、評定書での

最大層間変位に追従できるよう計算による確認の上施工する。また、60m未満の

建築物の場合は、S造では1/150～1/75、その他の構造では1/300～1/150の層間変

位に追従できるように施工する。

積雪荷重における多雪区域の指定及び垂直積雪深と単位体積重量外部に面して設

置する設備機器等の設計用積雪荷重は以下による数値以上とする。

機械・器具・盤類および配管などの設備に必要なアンカーおよびインサート類の

仕様・保持・埋込み工法・施工範囲について監理者の承認を受ける。

梁・壁を貫通するスリーブの材料は鋼管または鉄板を原則とし、埋込工法・施工

範囲について監理者の承認を受ける。

鉄骨または鉄筋への溶接を必要とする場合は、有資格者による施工を行い、鉄

鋼・鉄筋に悪影響のないことを確かめた上で、監理者の承諾を受ける。 構造側

には捨てプレートを設けること。

管路の埋込みまたは貫通に際しては、建物の構造強度・防水および結露防止に支

障のないことを確認した上で監理者の承認を受ける。

埋立地等地盤沈下が予測される地域における埋設管・ハンドホールなどは十分な

対策を検討し、監理者の承認を受けた後、施工する。

寒冷地域では、凍害などに対する必要な対策を施す。この場合、使用材料・施工

方法などについて監理者の承認を受けた後、施工する。

静電誘導ノイズ対策として、ノイズ源と信号線は十分な離隔をとるとともに、必

要に応じてシールド線を用いる。

インバータを使用する機器への出力側電源線は金属管に収めるか、シールドケー

ブル配線とする。またインバーター本体より電動機までの電源およびアース線を

平行して供給すること。

屋外に設置される盤および部材は防錆用下地処理を施した後、エポキシ系塗料ま

たはウレタン樹脂系塗料にて100μｍ以上の塗装膜厚を確保する。尚、防錆処理

については上記と同等以上の品質が確保される場合は、その他の方法でもよい。

ステンレス製の金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、ステンレス製を

用いること。

溶融亜鉛めっきを施した金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、溶融亜

鉛めっきを施したものとする。

雷害の発生の恐れのある地域に設置する弱電流装置には、信号入出部 および電源

部の1次側にSPDを設ける。

耐震クラスS 耐震クラスA 耐震クラスB

2.0 2.0 2.0

1.5 1.5 1.5

1.0

1.0 1.0

0.6
0.6

0.4

設計用水平震度KH予備計算による震度KH'

横引ダクト・配管・電気配線等は、地震による軸直角方向の過大な変位を抑制す

るよう必要な箇所に型鋼やブレース等による耐震支持を行う。

耐震補強及び転倒防止の方法と計算書は、監理者の承認を得ること。

建物及び対象設備の耐震グレード設定は下記による。

1kN以下の軽量機器に対して以下の耐震支持を行う。

吊りボルトで耐震支持する場合には、自重支持用吊りボルト4本で構成される4

面にそれぞれ2本の斜材でX形とする。合計8本の斜材が必要。この時、自重支

持吊りボルトに斜材を取り付ける角度は45度±15度とし、自重支持吊りボルト

に緊結する位置は上部のインサートと下部の機器支持部との合計長さを25cm以

内とする。斜材は、自重支持用吊りボルトと同等以上の強度の金属材（鉄筋、

全ネジボルトなど）を用いる。また、自重支持ボルトと斜材とを緊結する部材

は締め付け具を用い、クリップなどは使用しない。

耐震クラスS（2.5.3　耐震グレードの設定参照）で計画する場合の吊り部材に

は、形鋼を用いる。

引張り力が作用する吊り部材の躯体へのアンカーボルトは、原則としてインサ

ートとする。

横引き配管等の耐震支持は「標仕」及び下記による。

設置場所
ｸﾞﾚｰﾄﾞ

耐震
ケーブルラック

適用除外

（金属管・金属ﾀﾞｸﾄ・ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ等）

2.4節　検査および試験

３章 工事別細目     

共通

3.1節　電灯設備工事

3.2節　動力設備工事

3.3節　電熱設備工事

3.4節　接地設備工事

3.5節　幹線設備工事

3.6節　雷保護設備工事

3.7節　航空障害灯等設備工事

接地

(付加)●

(付加)●

(付加)●

(付加)●

(付加)○

(付加)●

(付加)●

一般事項

(付加)●

（第６編２．１．4～7）

（第６編２．14．１）

（第２編２．１．13）

（第６編２．１．11）

（第２編２．2～4．11）

（第２編２．５．４）

（第２編２．６．３）

（第２編２．７．５）

（第２編２．８．６）

（第２編２．９．４）

（第２編２．10～12．６）

（第２編２．12）

（第２編２．13）

（第６編２．12）

（第６編２．７．８）

（第６編２．10．４）

●

(付加)●

(付加)●

(付加)●

(付加)○

(付加)●

(付加)●

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

（第２編２．13）

（第２編２．17．1～2）

（第２編２．17．３）

（第２編２．17．４）

（第６編２．12）

(付加)● 各工事の仕様及び性能を確認する検査及び試験は、図示及び１章、２章による。

仕様は承認図を提出し、監理者の承認を受ける。

天井用器具におけるルーバーなどは、落下防止を考慮する。

高天井、屋外、軒下に設置する器具は落下防止を施す。

器具の取付に当たっては、器具内の温度が上昇しないよう空気抜きなどを考慮し、

電球の機能低下や寿命低下のないように十分な放熱を考慮する。

安定器別置のときは、設置場所について監理者と打合せの上承認を受ける。

特記のない限り定格電圧125V･定格電流15A2個用アース付（接地線を含む）とす

る。

ツイストロック式など特殊なコンセントおよび定格電流20Ａ以上のものはプラグ

付とする。

天井内取付けのコンセントは、定格電圧125Ｖ･定格電流15Ａツイストロック型又

は抜止め型とする。

屋外および厨房など水気のある場所に取付ける器具は、防水形（防雨又は防湿構

造のもの）とする。

盤以降負荷側配管は原則として床埋込みをしてはならない。現場納まりの都合上

やむをえない部分については監理者の承認を受ける。

ポンプ室など漏水の恐れがある場所に設備する自立制御盤を設置する場合は、基

礎を設ける。

電動機の接続端子箱に接続する管は、屋内外問わず防水性二種可とう金属電線管

とする。ただし、小型電動機など口出線の場合はエントランスキャップまたは位

置ボックスなどを取付け、配線は以降テープ巻きとする。

地下水槽・ハンドホールなど、水気のある場所から制御盤に直結する管路は、防

湿、防臭措置を施す。

原則として一次側電源の有無を示す表示灯を設ける。

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

原則として接地幹線は分岐方式とし、盤間渡りはしないものとする。

下記項目に関しては、最終承認されたシステム、内容、容量に基づいて、計算書

を作成し、設計図と相違していない事を確認し、監理者の確認を受ける。また、

施工後、性能確認の為に、必要に応じて試験要領書を作成し監理者の確認を受け

た上で測定・試験等を行う。試験・試運転調整報告書を作成し、監理者に内容の

説明を行う。

揺れによる建材との接触および地震時の建物の振動に共振しない支持間隔にする。

制御幹線・弱電および電力幹線は十分な離隔をとるものとする。

幹線敷設後に導体接続部分の増締めマーキングを行うものとする。

駐車場等に敷設される場合は、必要な耐熱、耐火措置を施すものとする。

（東京消防庁監修予防事務審査・検査基準　第4章第2節第3　非常電源回路等 １

(オ)による）

ケーブル分岐は容易に点検できない隠ぺい場所では行なわない。

受雷部支持金物は、特記のない限りステンレスとする。

板状接地極は、900mm×900mm×t1.5以上の銅板とし、接地棒などは設計図による。

引き下げ導線は、38mm  以上の鬼燃銅線または50mm  以上のアルミ線とし、長さ

が最も短くなるように敷設する。やむを得ず湾曲する場合はその湾曲半径は200

ｍｍ以上とする。

引き下げ導線を鉄骨に接続する場合、鉄板を鉄骨加工場にて溶接し、ボルトにて

引き下げ導線接続端子と鉄板を接続すること。

接地極銅板は極力垂直に埋設するものとし、水平に埋設してはならない。

断芯、故障表示を中央監視盤の表示用として外部接点を設ける。

ヘリポート等付近には防災センター等との連絡用インターホンを設けること。

（給排気・燃料消費・ポンプ揚程・オイル配管

勾配・煙突風量・煙道伸縮・煙道断熱厚・室外

騒音・蓄電池容量など）

避雷針・航空障害灯およびアンテナマスト風圧荷重

照度（JIS C7612による平均照度算出） 

電話交換機容量

増幅器容量

テレビ共同受信設備テレビ端子電圧

防災センター要員人数算定書、限界時間（駆け付け時間）計算

統合アース解析（大地抵抗率測定による建物接地抵抗計算）

・

※

・

※

・

・

・

・

・

力率改善用コンデンサ容量

変圧器容量

高調波流出電流

短絡電流（保護協調）※

・

・

・

・

太陽光発電モジュール風圧荷重（架台共）

ＵＧＲ

換気（キュービクル、蓄電池）

騒音、振動

耐震（各設備毎）

・

※

・

・

・

・

消防法および建築基準法に規定する防災設備幹線は、それぞれ指定電線を使用す

る。

a.

c.

b.

a.

1)

k.

2)

3)

j.

i.

中間階の定義 h.

上層階の定義 g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

機器・配管などは地震・強風などの異常時外力に対し､移動・転倒・破損などを

生じないように本体並びに取り付け部分は平12建告第1389号による十分な強度を

持つようにするとともに、取付部強度および部材は計算書を作成して確認する。

b.

a.

1)

2)

3)

上層階、

屋上、

塔屋

支持間隔12m以内に1箇所A種を設

ける

支持間隔12m以内に1箇所

　※A種

　・B種

支持間隔12m以内に1箇所SA種を設

ける

支持間隔12m以内に1箇所A種を設

ける

支持間隔8m以内に1箇所

　※A種

　・B種

支持間隔6m以内に1箇所SA種を設

ける

支持間隔8m以内に1箇所A種を設け

る

中間階

１階、

地階

支持間隔12m以内に1箇所

　※A種

　・B種

上層階、

屋上、

塔屋

中間階

１階、

地階

φ82以下の単独金属管

周長80cm以下の電気配線

定格電流600A以下のバスダクト

吊り長さが平均20cm以下の電気

配線

a.

b.

c.

d.

ケーブルラックの支持間隔につ

いては、別途間隔を定めること

ができる

幅400mm未満のもの

吊り長さが平均20cm以下のケー

ブルラック

a.

b.

c.

電気配線

（第２編２．16．１）

l. 配線器具類のプレート材質は図面に特記無き限り、新金属（ビス付き）とする。

幹線（遮断容量・電圧降下・許容電流）

ネットワークトラフィック計算書・

接地抵抗測定（接地極埋設時1回、コンクリート打設後4ヶ月に1回、ただし、

工期に応じて接地極埋設時の1回を含めて中間、完成前の3回とする。）

〃



3.25.1 a.

（第６編１．15）

（第６編２．23）

3.27.1 a.

（第２編２．11）

（第２編２．12）

（第２編２．13）

3.28.1 a.

（第６編２．10）

（第６編２．11）

（第６編２．12）

3.29.1 a.

（第６編１．12）

（第６編２．20）

3.22.1 a.

（第６編１．17）

（第６編２．25）

c.

3.23.1 a.

（第６編１．18）

（第６編２．26）

3.24.1 a.

（第６編１．19）

（第６編２．27）

3.13.1 a.

（第６編１．４．１）

3.13.2 a.

（第６編１．６．２）

3.13.3 a.

（第６編１．６．５）

3.14.1 a.

（第６編１．７ ）

（第６編２．15）

3.15.1 a.

（第６編１．８ ）

（第６編２．16）

3.16.1 a.

（第６編１．９ ）

（第６編２．17）

3.17.1 a.

（第６編１．10）

b.

（第６編２．18）

c.

3.18.1 a.

（第６編１．11）

b.

（第６編２．19）

3.19.1 a.

（第６編１．13）

（第６編２．21）

3.20.1 a.

（第６編１．14）

（第６編２．22）

c.

3.21.1 a.

（第６編１．16）

（第６編２．24）

b.

3.10.1 a.

（第４編２．１．１）

3.10.2 a.

（第４編２．１．２）

3.10.3 a.

3.10.4 a.

b.

3.10.5 a.

3.10.6 a.

b.

c.

d.

3.11.1 a.

b.

c.

3.11.2 a.

3.11.3 a.

b.

3.11.4 a.

b.

3.11.5
a.

b.

c.

d.

3.11.6 a.

b.

3.11.7 a.

3.12.1 a.

（第６編１．５．１）
b.

b.

b.

配管材料

等

主燃料槽

等

減圧水槽

及び冷却

塔等

空気槽及

び蓄電池

等

インター

ホン

3.9.1 a.

（第３編１．１．１）
b.

c.

d.

e.

3.9.2 a.

（第３編１．１．２）

3.9.3 a.

（第３編１．１．５）
b.

3.9.4 a.

（第３編１．10．２）
b.

c.

d.

e.

c.

f.

3.8.1 a.

（第２編1．15．１）
b.

c.

g.

b.

c.

e.

f.

（第５編１．1～9．１）

（第５編１．1～3．６．２）

（第５編１．1～2．６．３）

（第５編１．1～3．６．７）

（第５編１．1～3．５）

（第５編１．３．６．３）

（第５編１．1～3．８）

（第５編１．４．13）

（第５編１．５．９）

（第５編１．１．６．４）

電話機等

d.

3.8節　電気自動車充電設備工事

3.9節　受変電設備工事

3.10節　電力貯蔵設備工事

3.11節　発電設備工事

3.12節　構内情報通信網設備工事

3.13節　構内交換設備工事

3.14節　情報表示設備工事

3.15節　映像・音響設備工事

3.16節　拡声設備工事

3.17節　誘導支援設備工事

3.18節　テレビ共同受信設備工事

3.19節　監視カメラ設備工事

3.20節　駐車場管制設備工事

3.21節　自動火災報知設備工事

3.22節　自動閉鎖設備工事

3.23節　非常警報設備工事

3.24節　ガス漏れ火災警報設備工事

3.25節　防犯・入退室管理設備工事

3.27節　構内配電線路設備

3.28節　構内通信線路設備

3.29節　テレビ電波障害防除設備工事

(付加)○

(付加)●

(付加)●

(付加)●

(付加)●

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)〇

(付加)〇

(付加)〇

(付加)〇

(付加)〇

(付加)〇

(付加)〇

(付加)●

(付加)●

(付加)○

(付加)●

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)○

(付加)●

(付加)●

(付加)○

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項 一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

一般事項

構造一般

盤内器具

類

変圧器等

構造一般

導電部

整流装置

蓄電池

ＵＰＳ

機器

一般事項

一般事項

消音器等

配電盤等

交換機

（第４編２．１．４）

（第４編２．１．５）

（第４編２．１．６）

（第４編２．２）

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および「標仕」によ

る。

充電コネクタの付属ケーブルは5m以上とする。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２.３施工による。

設備される主要機器の種類・性能・定格・数量などは設計図、本仕様書および「日

本電気協会の高圧受電設備規程（2014年版）」による。

計測および故障表示は原則として、中央監視盤にて監視できるものとする。

非常電源専用受電設備は消防法に準ずる他、キュービクルの場合は自主認定品お

よび個別認定とする。

主要機器取付場所（Tr.SCなど）には、指定色文字で彫刻した用途別名称銘板を

取り付ける。

受変電設備機器承認にあたっては、電力会社との協議書・受電点遮断容量計算書、

保護協調、変圧器容量計算、高調波流出電流・電圧の計算書を作成し、監理者へ

提出する。

キュービクルは2.3mm厚以上の鋼板製で機械的に堅固で、振動・衝撃に耐える構

造とし、指定色仕上を行う。

盤は、JEM 1133（鋼板製垂直自立形および垂直支持形配電盤の寸法）の該当事項

による。

変流器は瞬時要素の動作に支障のない過電流定数とすること。

受変電設備で利用する電磁接触器は原則全てラッチ式（瞬時励磁式）とする。

原則として油入300KVA以上、モールド100KVA以上の変圧器には警報接点付ダイヤ

ル温度計を取り付ける。

原則として屋内及び屋上設置の変圧器には防振ゴムを設ける。

防振ゴムの性能は振動伝達率3％以下を原則とするが、アモルファス鉄心の場合、

上記に加え300Hz～1kHzまでの周波数帯における振動伝達率を0.3％以下とするか

防振バネを採用する。

変圧器盤は原則として自然換気とする。

盤寸法及び換気設計上、自然換気が困難である場合には強制換気を検討し監理者

の承認を受ける。

DSはVCBとのインターロック機構付とする。

進相コンデンサ用直列リアクトルは温度警報接点付の保護装置を付属させること。

B種接地が構造体接地の場合、変圧器毎に接地抵抗を入れる。接地抵抗値は監理

者の承認を受ける。

原則として変圧器には車輪を設置すること。

商用電源遮断時、自動切替にて連続電源供給なものとする。 UPS設備の保守開始

時、終了時の切替についても無瞬断とする。

20KVA以上のUPSキュービクルは2.3mm厚以上の鋼板製で機械的に堅固で、振動・

衝撃に耐える構造とし、指定色仕上を行う。

原則として屋内及び屋上設置の変圧器には防振ゴムを設ける。防振ゴムの性能は

振動伝達率3％以下を原則とするが、アモルファス鉄心の場合、上記に加え300Hz

～1kHzまでの周波数帯における振動伝達率を0.3％以下とするか防振バネを採用

する。

原則として変圧器には車輪を設置すること。

防災用については蓄電池と盤間の配線は600V耐火ケーブルまたは、耐火電線を使

用する。

分岐回路のうち、監視回路および継電器回路にはシリコンドロッパを組込み、負

荷電圧を調整する。

設備する変圧器・整流器などは連続運転に耐える構造とし、各部の温度上昇を十

分に考慮する。

蓄電池の収容部には有効な換気孔を設け、内面には耐酸またはアルカリ塗装を施

す。

蓄電池は地震対策として浮き上がり防止の処置を施すこと。

設備する機器、部品などは長時間の連続運転に耐える構造とし、また運転発生音

を極力抑えるもとする。

下記の環境条件において正常に動作するものとする。

　　　温度　　　5～40℃

　　　湿度　　　30～80%RH

高圧回路を有する場合は3.9節受変電設備工事の項に準ずる。

盤内に照明器具を設置する場合は、LEDを原則とする。

設置条件は屋内の場合、周囲温度最低5℃、最高40℃とし、湿度は85%RH以下とす

る。ただし、5℃以下となる場合は寒冷地対策を行うものとする。屋外の場合は、

設置場所の環境条件（寒冷地、標高等）に考慮して対策を行う。

当該工事が補助または共同事業等の助成制度の適用を受けている場合は、その性

能を満足するとともに、助成制度の適用期間を機器の保証期間とする。また、契

約工期内の事務手続き、実績報告、検査立会い等について協力すること。

自家発電装置の騒音は、敷地境界にあっては騒音規則法等の基準以下とする。

積算体積計（燃料油メーター）を計量法による検定付とするかは次による。

（1）検定付と　※する　・しない　（・図示による　）

空気槽および始動用蓄電池設備は、故障時には発電機盤に事故表示をし、警報を

発するものとする。

蓄電池は地震対策として浮き上がり防止の処置を施すこと。

減圧水槽を設置するときは、低水位警報を設ける。

冷却温度は常に運転可能な温度を保つこと、規定以下の場合は予熱装置又は不凍

液を設けるものとする。

排気管および消音器は、ロックウールなどにて断熱処理の上防蝕金属板にて化粧

カバ－をする。

排気が逆流する恐れのある場合は、逆流防止弁を設ける。

法規上必要とする各種接地工事は、接地端子盤から分岐配線をする。

太陽電池モジュールの耐風速は60m/s以上とする。ただし、地上60mを超える場合、

アレイの高さが9mを超える場合は建築基準法施行令第87条風圧力による。

太陽電池モジュールを庇型に取付ける場合は、下方からの吹き上げの風圧を考慮

の上、ボルト・金物等を選定すること。

太陽電池モジュールの接地はC種とする。モジュールに近接した架台にD種接地を

接続する。架台が複数設置される場合は、渡り配線を行う。

原則として屋内及び屋上設置の変圧器には防振ゴムを設ける。防振ゴムの性能は

振動伝達率3％以下を原則とするが、アモルファス鉄心の場合、上記に加え300Hz

～1kHzまでの周波数帯における振動伝達率を0.3％以下とするか防振バネを採用

する。

原則として変圧器には車輪を設置すること。

通気管の立上げは、地上4ｍ以上とし、開口部より1ｍ以上離隔する。また、先端

には引火防止網付通気口を設ける。

竣工引渡し時は満油にして引き渡すものとする。

燃料配管系統の原動機および燃料小出槽への接続には、ステンレス製フレキシブ

ルジョイントを使用する。

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

電話端子盤内に他設備用端子を設ける場合は、1.2mm以上の鋼板製セパレータを

使用し、着脱可能なものとする。

トラヒック条件は、トラヒック基準により、予測呼量を算出の上最頻繁時に際し

使用上支障のないものとする。

壁掛形については、原則として受話器の落下防止策を施すこと。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

相手番号および名称一覧表を見やすい場所に取り付けること。

壁掛形については原則として、受話器の落下による破損防止策を施すこと。

カメラ付ドアホンのカメラ部は原則として上下・左右に可動できるものする。

60ｍをこえる高さに設置するアンテナは、建築基準法施行令第87条風圧力による。

特記なき場合、機器は双方向対応型とする。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

特記なき場合、精算機は高額紙幣（二千円以上）の使用を可能とする。

消防防災システム，総合操作盤および防災センター（東京都のみ）の 評価制度を

受ける場合の申請図書作成および申請費用は、原則として本工事に含む。

感知器は確認灯付とする。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

防火シャッターには降下中の電子ブザーを設ける。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

b.

設備される主要機器の種類、性能、定格、数量などは設計図および 「標仕」によ

る。

配管・配線工事および機器・盤類据付・取付け工事は２．３施工による。

3.11.8 a.

（第５編2．1．7．5）

(付加)〇

排気系統配管

長時間運転が想定される場合、煙道周辺へ熱的影響を及ぼさないよう配慮する。

d. 盤内接地端子は幹線絶縁測定時に切離できるバーを設けること。

b. 煙道接触面の断熱材は排気温度を超える性能を持つ断熱材を使用すること。

その他

3.26.1 a.

b．

c．

3.26.2 a.

3.26.3 a.

（第７編２．１．１）

信号処理

装置

監視操作

装置

（第７編１．3～4．２）

（第７編１．3～4．３）

3.26節　中央監視制御設備工事

(付加)○

(付加)○

(付加)○

据え付け

スイッチによりキー操作の禁止を指定できる構造とし、特記がなければ監視と操

作のレベル分けを行う。

電源装置は、停電時に継続して監視制御が行えるものとすること。

操作卓用椅子（肘掛け付）を必要数納入する。

装置本体の故障を表示灯・ブザー・印字・音声などにより容易に判別できる機能

を有するものとする。

中央監視設備の機器類は、保守点検・誘導障害防止・操作などの関係により次の

点を考慮する。

1）装置の前後に、保守用スペースを設ける。

2）誤動作防止およびシステムダウンなどの原因となるノイズ対策を考慮する。

3）局部的な温度上昇、あるいは操作上から直射日光を避ける。

3.30節　昇降機設備工事

3.30.1

適用範囲

3.30..3

その他

3.30.2

規格・基準

本章は、乗用、寝台用、人荷用、荷物用および非常用エレベーター、小荷物等用昇降機、エスカ

レーターに適用する。

「昇降機耐震設計・施工指針　2014年版」「昇降機技術基準の解説　2016年版」を適用する。

図面および特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成31年版）」第9編 昇降機設備工事による。

エレベータの高調波対策　　（　※ 要　　　・ 不要　　）

エレベータの昇降機閉じ込め時リスタート運転機能　　（　※ 　要　　　・ 不要　　）

エスカレーターの乗降部での必要フラットステップ　

　※ ステップ数2（建物施設のエスカレーター）

　・ ステップ数3（交通施設のエスカレーター）

　・

エスカレータの自動発停機能　　（　・ 要　　　・ 不要　　）

エスカレータの減速運転機能　　（　・ 要　　　・ 不要　　）

貫性力に対する安全性能:設計用水平震度は地域係数に応じて求めたものとする。

　地域係数　（　　　　　　）

　耐震安全性の分類（　・ 耐震クラスS14　　※ 耐震クラスA14　）

　層間変位追従性能　　※±H／100　　・±H／50　　・

基本仕様、かご仕様、意匠等については図面による

ステンレスバイブレーション仕上に対する汚れ防止措置

　・行わない　　　・行う（　・耐指紋性高機能コーティング　・　　　　　　　　　　　）

図面に表示のない場合

　かごの戸の材質　　　※ 鋼板t=1.6　　・ その他（　　　　　　　　）

　かご出入口検出装置　※ 光電式　　　 ・ 多光軸式

（付加）○

○

○

（付加）

（付加）
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